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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

  (1) 連結経営指標等 

  （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、第117期中及び第118期中は希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

３ 第117期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第116期中 第117期中 第118期中 第116期 第117期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 124,994 123,156 121,583 254,140 251,697 

経常利益（百万円） 2,181 1,439 495 3,452 2,901 

中間(当期)純利益 

（百万円） 
1,588 133 2,439 2,117 4,292 

純資産額（百万円） 19,416 22,364 23,755 20,753 26,900 

総資産額（百万円） 160,536 165,358 157,034 153,124 154,718 

１株当たり純資産額（円） 69.05 72.08 107.56 76.76 99.48 

１株当たり中間(当期)純利益

金額(円) 
9.26 0.38 14.56 12.05 25.25 

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益金額（円） 
7.73 ― ― 10.07 22.06 

自己資本比率（％） 12.1 12.0 13.8 13.6 15.8 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△2,822 △3,048 △4,866 6,136 6,445 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△2,741 △2,724 5,586 △7,106 △656 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
5,181 7,375 265 △984 △6,240 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（百万円） 
7,372 7,465 6,425 5,866 5,439 

従業員数（名） 

（ほか平均臨時雇用者数） 

2,425 

(5,550) 

2,453 

(5,620) 

2,465 

(5,526) 

2,365 

(5,496) 

2,419 

(5,363) 



  (2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

     ２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当

期)純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 第117期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

２【事業の内容】 

  当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。 

 加工食品事業…… 龍大食品集団有限公司と合弁契約を締結し、平成19年７月９日付で中国において合弁会社「黒

龍江日魯北大食品有限公司」を設立し、関係会社（関連会社）といたしました。 

          平成19年５月23日の取締役会において会社解散決議をしたエヌピー食品株式会社（連結子会

社）につきましては、平成19年９月18日で清算手続きが結了いたしました。 

 水産品事業……… Patagonia Salmon Farming S.A. は、当社の実質的な影響力が増したため関係会社（関連会

社）といたしました。 

 その他の事業…… 主要な関係会社の異動はありません。 

 なお、当社は平成19年10月１日付で株式会社マルハグループ本社（同日付で株式会社マルハニチロホールディング

スに商号変更）と株式交換による経営統合をおこなっております。 

回次 第116期中 第117期中 第118期中 第116期 第117期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 85,104 82,301 77,049 167,136 162,731 

経常利益（百万円） 1,217 830 524 1,267 1,112 

中間(当期)純利益（百万円） 516 476 434 397 1,762 

資本金（百万円） 12,224 12,224 12,224 12,224 12,224 

発行済株式総数（株） 

      普通株式 

164,492,464 
      優先株式 

8,000,000 

      普通株式 

164,492,464 
      優先株式 

8,000,000 

      普通株式 

164,492,464 
      優先株式 

4,000,000 

      普通株式 

164,492,464 
      優先株式 

8,000,000 

      普通株式 

164,492,464 
      優先株式 

8,000,000 

純資産額（百万円） 22,367 21,991 18,533 22,549 23,077 

総資産額（百万円） 119,063 119,500 110,765 113,492 111,917 

１株当たり配当額（円） ― ― ― 3.00 3.00 

自己資本比率（％） 18.8 18.4 16.7 19.9 20.6 

従業員数（名） 

（ほか平均臨時雇用者数） 

789 

(826) 

803 

(746) 

784 

(679) 

769 

(824) 

777 

(716) 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間における関係会社の異動は以下のとおりであります。 

(1) 新規 

    当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

(2) 除外 

   当中間連結会計期間において、以下の関係会社が解散しております。 

 （注）「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

   (3) 関係会社の区分の変更 

     当中間連結会計期間において、以下の会社が持分比率の減少により、連結子会社から持分法適用関連会社とな

りました。 

 （注）１ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

    ２ 「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有割合であります。 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の 

所有割合（％） 
関係内容 

（持分法適用関連会社） 

黒龍江日魯北大食品 

有限公司 

中国黒龍江省   23,000千元 加工食品事業  35.00 
当社が製品を仕入・

販売 

（持分法適用関連会社） 

Patagonia Salmon  

Farming S.A. 

Puerto Montt 

Chile 
9,564,428千ペソ 水産品事業 15.05 

当社が長期設備資金

を貸付、製品の一部

を仕入・販売 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の 

所有割合（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

エヌピー食品株式会社 
茨城県常総市  50百万円 加工食品事業  51.00 

当社が短期運転資金

と長期設備資金を貸

付、製品の一部を仕

入・販売 

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の 
所有割合
（％） 

関係内容 

（持分法適用関連会社） 

GASLLC Limited Liability Co.

Seattle Washington 

U.S.A 
 7,400千ドル 水産品事業 

25.00 

(25.00) 

当社及び当社の子会社 

Peter Pan Seafoods,Inc.

が製品の一部を仕入・販

売 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数であり、当社グループから当社グループ外への出向者を含んでおりません。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員数を表示しております。 

３ 臨時従業員には、現業員、季節労働者、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いてお

ります。 

４ 全社（共通）は、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等の従業員であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数であり、就業人員以外に当社グループ内及び当社グループ外への出向者248名が在籍

しております。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員数を表示しております。 

３ 臨時従業員には、現業員、季節労働者、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いてお

ります。 

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

加工食品事業 
1,504 

(3,571)
  

水産品事業 
310 

 (1,668)
  

その他の事業 
501 

(281)
  

全社（共通） 
150 

(6)
  

合計 
2,465 

(5,526)
  

  平成19年９月30日現在

従業員数（名） 
784 

(679) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間における当社グループを取巻く一般的経済環境は、堅調な民間設備投資が引き続き景気をけ

ん引し、雇用者所得が緩やかな増加を続けるもとで個人消費も底堅く推移するなど、緩やかな拡大基調で推移しま

した。しかしながら、原油などの国際商品価格の高騰や原材料価格の上昇など、景気の先行きになお楽観できない

状況もみられました。 

  食品業界におきましては、原料や資材価格の上昇、企業間の激しい販売競争による販売コストの増加など、依然

として厳しい経営環境が続いております。また、偽装牛ミンチ事件や中国産の食品に対する不安、老舗菓子メーカ

ーの不正出荷などにより、食品の安心、安全に対する消費者の関心はますます高まっており、さらなる品質管理の

徹底と安全性が強く求められております。 

  水産業界におきましても、一部市況、荷動きに回復の兆しは見られるものの、国際的な需要増加による仕入コス

トの高騰など厳しい状況にありました。 

  このような環境のもとで、当社グループは国内外のグループ企業を結集し、企業集団としての一体性の保持と効

率的な運営、コンプライアンス経営の推進や、一層のコスト低減に努力してまいりました。 

  当中間連結会計期間には、５月に冷凍麺、冷凍米飯の生産能力を増強した大江工場（山形県西村山郡）を竣工

し、７月には冷凍野菜の生産拠点を確保するため合弁会社「黒龍江日魯北大食品有限公司」（中国・黒龍江省）を

設立し、９月には連結子会社株式会社アクリフーズ夕張工場に冷凍グラタン製造ラインを増設いたしました。 

  また、不動産管理を行っているニチロあけぼの商会株式会社において、首都圏社宅などの売却により特別利益35

億円を計上しております。 

  以上により、当中間連結会計期間の売上高は1,215億83百万円、営業利益は11億81百万円、経常利益は4億95百万

円、中間純利益は24億39百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

① 加工食品事業 

 加工食品事業は、品質管理の徹底と生産性の向上に努めるとともに、消費者ニーズにあった商品開発の強化に

努めてまいりました。 

 市販用冷凍食品は、中国産の食品に対する報道などにより冷凍野菜の販売は振わなかったものの、お弁当商材

の「白身＆タルタルソース」「いか天ぷら」「牛カルビマヨネーズ」などの既存商品などが好調に推移し、売上

高は前年同期並みとなりました。 

 業務用冷凍食品は、「ソース焼きそば」や「骨なし魚」が好調に推移し、前中間連結会計期間に比べ増収とな

りました。 

 畜産品は、鶏肉市況の高騰や牛肉の取扱いの増加により、前中間連結会計期間に比べ増収となりました。 

 缶詰類は、主力の「あけぼのさけ缶詰」「かに缶詰」の売上高は前年同期並みとなりました。また、「さんま

缶詰」は好調に推移しましたが、「いわし缶詰」「さけ惣菜缶詰」の減少により、前中間連結会計期間に比べ減

収となりました。 

 連結子会社では、ニチロ畜産株式会社は原料価格の高騰による畜肉調理加工品などの取扱減少により減収とな

りました。 

 以上によりまして、加工食品事業の売上高は前中間連結会計期間比0.4％減の766億91百万円、営業利益は前中

間連結会計期間比36.7％減の19億89百万円となりました。 

② 水産品事業 

 水産品事業は、各国からのサケ・マス、カニ、エビを主体に良質な素材品の安定供給に努めるとともに、中国

を拠点とした水産物の加工化に努めましたが、世界的な水産物への需要増加による仕入コストの高騰など厳しい

状況にありました。 

 米国のPeter Pan Seafoods,Inc.では、欧米向の紅鮭の販売や紅鮭缶詰の生産が順調に推移しました。 

 以上によりまして、水産品事業の売上高は前中間連結会計期間比2.8％減の366億50百万円、営業利益は前中間

連結会計期間比29.1％増の5億31百万円となりました。 



③ その他の事業 

 ＯＥＭ生産を主体とする飲料事業は、野菜・果物を使用した飲料の減少により、前中間連結会計期間に比べ減

収となりました。 

 バイオ事業は、ＤＮＡ、プロタミン、コンドロイチンなどの販売に注力するとともに、特定保健用食品の開発

や量産化体制を確立した「天然型ＤＮＡ」の用途開発に努め、売上高は前年同期並みとなりました。 

 機械事業は、連結子会社ニチロ工業株式会社において、新聞発送設備の販売が好調に推移したことなどによ

り、前中間連結会計期間に比べ増収となりました。 

 以上によりまして、その他の事業の売上高は前中間連結会計期間比4.3％減の137億29百万円、営業利益は前中

間連結会計期間比51.6％増の4億79百万円となりました。 

 所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

① 日本 

 日本を取巻く環境は、原料や資材価格の高騰、企業間の激しい販売競争が続く厳しい状況にありました。日本

における売上高は前中間連結会計期間比4.0％減の1,107億54百万円、営業利益は前中間連結会計期間比19.7％減

の30億30百万円となりました。 

② 北米 

 米国のPeter Pan Seafoods,Inc.において、欧米向の紅鮭の販売や鮭缶詰の生産が順調に推移したことなどによ

り、北米における売上高は前中間連結会計期間比21.9％増の142億60百万円、営業利益は前中間連結会計期間比

186.6％増の3億4百万円となりました。 

③ アジア 

 アジアにおいては、タイで冷凍食品、中国において水産加工品、冷凍食品を生産し、インドネシアではエビ漁

業を営んでおります。アジアにおける売上高は前中間連結会計期間比12.6％増の18億68百万円、営業損失は前中

間連結会計期間比154.2％増の3億23百万円となりました。 

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント別の売上高の金額には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおります。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前中間連結会計期間末

に比べ10億39百万円減少し、64億25百万円となりました。 

  当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は48億66百万円であり、前中間連結会計期間に比

べ18億18百万円増加しました。この増加の主な要因は、たな卸資産の増加額の増加等によります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動の結果、有形固定資産売却等により獲得した資金は55億86百万円であ

り、前中間連結会計期間に比べ83億10百万円増加しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における財務活動の結果、獲得した資金は2億65百万円であり、前中間連結会計期間に比べ

71億10百万円減少しました。この減少の主な要因は社債の償還並びに自己株式（優先株式）の取得による支出に

よります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 生産実績は、製品・買付商品を含めて表示しております。 

(2）受注実績 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ セグメント間の取引はありません。 

(3）販売実績 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 販売実績は、製品・買付商品を含めて表示しております。 

３ 当社は、平成18年10月１日をもって、飲料事業を行っている青森工場を、連結子会社北海道あけぼの食品株

式会社の飲料部門を分割し新設した連結子会社株式会社ニチロサンパックに継承させる会社分割を実施してお

ります。これに伴い、当中間連結会計期間のその他の事業の飲料と消去等の金額が前中間連結会計期間に比べ

731百万円それぞれ増加しております。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

加工食品事業 73,467 2.1 

水産品事業 38,686 △7.3 

その他の事業 12,819 3.0 

合計 124,973 △1.0 

事業の種類別 
セグメントの名称 

 受注高（百万円）  前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

その他の事業 1,642 93.8 2,504 83.7 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

加工食品事業     

冷凍食品 72,382 0.3 

缶詰類 10,856 △1.8 

その他 1,930 △8.9 

消去等 △8,476 ― 

小計 76,691 △0.4 

水産品事業     

水産品 36,650 △2.8 

その他の事業     

バイオ 259 6.1 

飲料 12,858 △13.3 

機械 3,546 55.3 

サービス 1,464 △5.6 

その他 1,695 △10.2 

消去等 △6,094 ― 

小計 13,729 △4.3 

セグメント間の売上消去 △5,488 ― 

合計 121,583 △1.3 



３【対処すべき課題】 

 当社は平成19年10月１日に株式会社マルハグループ本社（同日付で株式会社マルハニチロホールディングスに商

号変更）と株式交換による経営統合を行い、同社の完全子会社となっております。今後は新しい企業グループとし

て、「私たちマルハニチログループは誠実を旨とし、本物・安心・健康な“食”の提供を通じて、人々の豊かな生

活文化の創造に貢献します」というグループ理念のもとに、水産・食品事業をコアとした世界の食に貢献する水産

食品企業グループを目指してまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

(1) 当社と株式会社マルハグループ本社との株式交換契約 

 当社と株式会社マルハグループ本社（以下「マルハ本社」という。）は、それぞれ平成19年４月12日に開催され

た取締役会において株式交換による経営統合を行うことを決議し、株式交換契約を締結いたしました。 

  ① 株式交換の内容 

   平成19年10月１日付で完全親会社をマルハ本社、当社を完全子会社とする株式交換を行い、同日付でマルハ

本社は株式会社マルハニチロホールディングスに商号変更し、新統合持株会社を形成いたしました。 

  ② 株式交換契約の内容及び日程 

   株式交換契約の内容及び日程は以下のとおりであります。 

   ａ 株式交換比率 

       （注） １ 株式の割当比率 

             ① 当社の普通株式１株に対して、マルハ本社の普通株式0.905株を割当交付します。 

             ② 当社の優先株式１株に対して、マルハ本社が実質的に同内容の第二種優先株式１株を割当

交付します。 

           ２ 株式交換により発行する新株式数等 

             マルハ本社は、平成19年９月30日の 終の当社の株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に

記載又は記録された当社普通株主に対し、マルハ本社の普通株式148,865,679株を交付します。

また、平成19年９月30日の 終の当社の優先株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に記載又

は記録された当社優先株主に対し、マルハ本社の第二種優先株式4,000,000株を交付します。 

   ｂ 株式交換の日程 

     平成19年４月12日 株式交換契約締結 

     平成19年６月27日 マルハ本社の定時株主総会で株式交換契約承認 

      平成19年６月28日 当社の定時株主総会で株式交換契約承認 

     平成19年９月25日 当社株式上場廃止日 

     平成19年10月１日 株式交換の効力発生日 

             （マルハ本社を株式会社マルハニチロホールディングスに商号変更） 

  ③ 株式交換比率の算定根拠 

   本株式交換の株式交換比率については、その公平性を担保するために手続きの一環として専門家の意見を求

めることとし、当社はデロイトトーマツＦＡＳ株式会社に、マルハ本社は株式会社ＧＭＤコーポレートファイ

ンナンスに株式交換比率の算定を依頼しました。 

   デロイトトーマツＦＡＳ株式会社は、両社の株式について市場株価方式、ＤＣＦ（ディスカウンテッド・キ

ャッシュ・フロー）方式による分析を行い、これらの分析結果を総合的に勘案して株式交換比率を算定しまし

た。 

 株式会社ＧＭＤコーポレートファイナンスは、両社の株式について市場株価方式、ＤＣＦ（ディスカウンテ

ッド・キャッシュ・フロー）方式、修正純資産方式、類似会社比準方式による分析を行い、これらの分析結果

を総合的に勘案して株式交換比率を算定しました。 

会社名 マルハ本社（完全親会社） 当社（完全子会社） 

株式交換比率 1 0.905 



  ④ 株式交換後の株式交換完全親会社の概要 

   商    号 ： 株式会社マルハニチロホールディングス 

   本店の所在地 ： 東京都千代田区大手町一丁目１番２号 

   代表者の氏名 ： 取締役会長 田中 龍彦 

            取締役社長 五十嵐 勇二 

   資本金の額  ： 31,000百万円 

   事業の内容  ： 水産物卸売業等を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配及び

管理等 

(2) 資産の譲渡契約 

    ① 譲渡会社   連結子会社ニチロあけぼの商会株式会社 

   ② 譲渡先の概要 譲渡先各社との人的、資本的な関係はありません。 

   ③ 契約内容   土地、建物他の譲渡 

   ④ 譲渡資産の内容、譲渡価額及び契約日 

所在地及び資産内容 譲渡価額（税抜額） 売買契約締結日 

 東京都府中市（土地13,007㎡、建物）  3,802百万円  平成19年７月30日 

 北海道函館市船見町（土地39,795㎡）  120百万円  平成19年９月14日 

 北海道虻田郡洞爺湖町月浦（土地2,474,519㎡）  300百万円  平成19年９月26日 

合  計  4,222百万円  ― 



５【研究開発活動】 

 当社グループでは、常にオリジナリティあふれる商品の開発を基本理念として、それぞれの分野での製品開発及

びそれに伴う生産技術の開発に積極的に取り組んでおります。 

 当社グループの加工食品事業及び水産品事業の研究開発は、テーマごとに研究グループを形成し、食品加工技術

開発及び食品分析や衛生検査の開発及び検討を推進しており、既存製品の改良及び新製品の開発等に効果をあげて

おります。 

 その他の事業では、化成品開発及び機械工業の試作研究を推進しており、ＤＮＡ、コラーゲンを始めとする化成

品の研究開発及び包装梱包機・新聞発送機等の新機種開発に資しております。 

(1) 加工食品事業及び水産品事業 

主要課題 

① 食品加工技術に関しては、冷凍食品、チルド食品及びレトルト食品に関する技術開発、調味料等の開発、製

法改善を研究課題としております。 

② 食品分析及び衛生検査に関しては、食品分析法や衛生検査法の検討、消費者クレーム防止のための基礎的検

討等を主要課題としております。 

③ 特に冷凍食品については独自の技術を用いて差別化された商品、機械設備の開発を進めております。また、

簡便調理の追求に関しましては、電子レンジによる簡便性と本格的な仕上がりを両立させる技術開発として米

飯、麺類、フライ類を、株式会社アクリフーズにおいては、ピザ類、グラタン類、コロッケ類を中心に取り組

んでおります。 

④ 食品科学の領域では、公的機関との共同研究を行い、鮮度評価及び官能評価手法や味・香りセンサー、近赤

外分光計、核磁気共鳴装置などを使った「おいしさ」の理化学的定量化体制の構築を進めております。 

研究成果 

① 冷凍食品の分野では独自の製法と設備を開発し、専門店の手作り餃子を再現し商品化することができまし

た。また、労働集約型のカボチャカットの生産工程に自動カット装置を開発し、安定的な原料の加工、製品の

供給を目指しています。 

② 食品分析及び衛生検査の成果としては、食品分析法や衛生検査法の改善、クレーム原因の究明等をあげるこ

とが出来ます。 

当中間連結会計期間の加工食品事業及び水産品事業の研究開発費は321百万円であります。 

(2) その他の事業 

主要課題 

① 化成品開発に関しては、ＤＮＡ及びその関連物質の製造方法の検討、サケ原料からの新規生理活性成分の探

索及び製造方法の開発、その他生活習慣病に有効な素材の開発に取り組んでおります。機械工業の試作研究に

関しては、ニチロ工業株式会社における高機能型自動梱包機及び新聞搬送機等の新機種開発を主要課題として

おります。また、新しい分野で住宅関連設備及び環境関連を踏まえた機器の検討及び開発も進めております。 

研究成果 

① 化成品開発の成果としてはサケ原料の有効利用を更に展開し、サケ白子由来ＤＮＡでは健康食品、飲料用製

品の品質を大きく改善、二重螺旋構造の保持や高い溶解安定性など、他社製品にない特長を付加させると共

に、アルコールを飲む前に摂取すると、悪酔いの原因となるアセトアルデヒドの生成を抑制する事を初めてヒ

ト試験で実証しました。サケ皮由来コラーゲンペプチドでは、サケ心臓由来エラスチンペプチドを一定の割合

で混合する独自の開発を推進しました。また、サケ肉を利用し抗疲労や体脂肪蓄積予防に効果的なアンセリン

含有サケエキスの開発を進めました。さらにサケ肉から得られるサーモンペプチドを有効成分とした、血圧が

高めの方に適した特定保健用食品は、ヒト試験を通じ長期間にわたる安定した血圧コントロールと高い安全性

を確認し、2009年度商品化に向けて順調に推移しております。一方、他の未低利用農水産資源活用では、高血

糖や高脂血症などの生活習慣病や、おなかの調子を整える新たな生理活性物質の開発を進めております。 

② 機械工業における新機種開発の成果としては、新型梱包機の新商標ＲＡＫＵＫＯＮ（楽梱シリーズ）の発売

をあげることができます。 

当中間連結会計期間のその他の事業の研究開発費は238百万円であります。 

なお、当社グループの当中間連結会計期間の研究開発費総額は560百万円であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 (1) 重要な設備の新設、除却等の計画 

   特記すべき事項はありません。 

 (2) 重要な設備の新設、除却等の計画の完了 

   当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の売却について完了したもの

は、次のとおりであります。 

   売却 

     連結子会社ニチロあけぼの商会株式会社において、前連結会計年度末に計画していた東京都府中市の土地、

建物につきましては、平成19年７月30日に譲渡契約及び引渡が完了いたしました。 

     詳細につきましては、「第一部 企業情報  第２ 事業の状況  ４ 経営上の重要な契約等」をご参照下さ

い。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  （注）１ 当社は、平成19年10月１日の株式会社マルハグループ本社（同日付で株式会社マルハニチロホールディング

スに商号変更）との株式交換による経営統合に先立ち、平成19年９月25日に東京証券取引所（市場第一部）上

場廃止（株式 終取引日 平成19年９月21日）となりました。 

     ２ 優先株式の内容は、次のとおりであります。 

   ａ 優先配当 

    (a) 優先利益配当金 

       当社は、毎年３月31日現在の優先株式を有する株主（以下「優先株主」という。）または優先株式の登録

質権者（以下「優先登録質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）

または普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、優先株式１株につき年80円を

上限として、 

   平成22年３月期に係る配当まで 優先配当年率＝日本円TIBOR（１年物）＋1.5％ 

   平成23年３月期に係る配当から 優先配当年率＝日本円TIBOR（１年物）＋3.0％ 

の式によって求められる額の利益配当金を支払う。 

    (b) 累積条項 

       ある営業年度において優先株主または優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が優先配当金の額に

達しないときは、その不足額は翌営業年度以降に累積する。 

     (c) 非参加条項 

       優先株主または優先登録質権者に対しては、優先配当金を超えて利益配当を行わない。 

    ｂ 残余財産の分配 

       当社の残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者

に先立ち、優先株式１株につき1,000円を支払う。優先株主または優先登録質権者に対しては、上記のほか、

残余財産の分配は行わない。 

         ｃ 取得請求権 

     (a) 取得請求期間 

             平成22年９月１日から平成29年８月31日まで 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 280,000,000 

優先株式 8,000,000 

計 288,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月17日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名 
内容 

普通株式 164,492,464 164,492,464 （注）１ ― 

優先株式 4,000,000 4,000,000  非上場 （注）２ 

計 168,492,464 168,492,464 ― ― 



 (b) 当初取得価額 

 当初取得価額は、平成22年９月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）

とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。 

(c) 取得価額の修正 

 取得価額は、平成23年９月１日以降平成29年８月31日まで、毎年９月１日（以下それぞれ「取得価額修正

日」という。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期

間」という。）の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）に修正される。（修正後取得価額は円位未満小数第１位まで

算出し、その小数第１位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期間内に、下記(d)で定める取得価額の調

整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(d)に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。）

ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の70％に相当する金額（円位未満小数第１位まで

算出し、その小数第１位を四捨五入する。以下「下限取得価額」という。ただし、下記(d)により調整され

る。）を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当初取得価額の100％に相当する

金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。以下「上限取得価額」という。た

だし、下記(d)により調整される。）を上回る場合には上限取得価額をもって修正後取得価額とする。 

(d) 取得価額の調整 

 取得価額は、優先株式発行後、当会社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通株式を発行ま

たは処分する場合に、次に定める算式(以下取得価額調整式という。)により調整され、その他一定の場合に

も取得価額調整式その他一定の算式により調整されるほか、合併等により取得価額の調整を必要とする場合

には、当会社の取締役会が適当と判断する額に調整される。 

 取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入す

る。 

(e) 取得と引換えに交付すべき普通株式  

 優先株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。 

         取得により発行すべき普通株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てる。 

     ｄ 買受及び消却等 

       当社は、いつでも優先株式を買受け、これを保有し、又は株主に配当すべき利益をもって当該買入価額によ

り消却することが出来る。 

     ｅ 議決権 

       優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

     ｆ 併合等 

       当社は、優先株式について株式の併合又は分割を行わない。優先株主には、新株の引受権、新株予約権又は

新株予約権付社債の引受権を与えない。 

     ｇ 強制取得 

       優先株主が前項の取得をし得べき期間中に取得の請求をしなかった場合、当社は同期間の末日の翌日以降の

取締役会で定める日をもって、当社の普通株式を交付する。 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

       
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額 

調整後 
転換価額 

＝ 
調整前 
転換価額 

× 
１株当たりの時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 

取得と引換えに交付 
すべき普通株式数 

＝ 
優先株主が取得請求のために提出した優先株式の発行価額の総額 

取得価額 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１ 平成19年６月28日の定時株主総会決議に基づき、効力発生日である平成19年７月30日に資本準備金を取崩

し、同額をその他資本剰余金に振り替えたことによる減少であります。 

 ２ 平成19年６月28日の定時株主総会において取得枠を決議した上で、平成19年８月31日に自己株式（優先株

式）4,000千株を株主より取得いたしました。その取得した自己株式（優先株式）の消却による減少でありま

す。 

(5）【大株主の状況】 

 ① 普通株式 

 （注）１ 信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

２ 所有株式数の割合は、小数第３位を切り捨てて表示しております。 

   ② 優先株式 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成19年７月30日 

（注）１ 
― 172,492 ― 12,224 △1,133 2,400 

平成19年９月４日 

（注）２ 
△4,000 168,492 ― 12,224 ― 2,400 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

東京海上日動火災保険 

株式会社 
東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 9,985 6.07 

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 8,224 4.99 

新光証券株式会社 東京都中央区八重洲二丁目４番１号 5,764 3.50 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 5,251 3.19 

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋三丁目５番12号 4,391 2.66 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,379 2.66 

東洋製罐株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目３番１号 4,300 2.61 

株式会社みずほコーポレート

銀行 
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 3,300 2.00 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2,905 1.76 

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,896 1.76 

計 ― 51,395 31.24 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4,379千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,896千株

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,145千株

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 4,000 100.00 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 単元未満株式数には当社所有の自己株式529株が含まれております。 

２ 証券保管振替機構名義の株式22千株（議決権22個）については、「完全議決権株式（その他）」の株式数の

欄に含めておりますが、議決権の数の欄には含めておりません。 

②【自己株式等】 

 （注）１ 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1千株（議決権1個）

あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含めております

が、議決権の数には含めておりません。 

２ 所有株式数の割合は、小数第３位を切り捨てて表示しております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注）１ 株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

     ２  当社と株式会社マルハグループ本社（平成19年10月１日付で株式会社マルハニチロホールディングスに商号

変更）との株式交換により、平成19年９月25日付で上場廃止となっているため、 終取引日である平成19年９

月21日までの株価を記載しております。 

３【役員の状況】 

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式  優先株式  4,000,000 ― 
「１(1)②発行済株式」

の(注)２の記載を参照 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式     153,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 163,576,000 163,553 ― 

単元未満株式 普通株式     763,464 ― ― 

発行済株式総数 
普通株式 164,492,464 

 優先株式  4,000,000 
― ― 

総株主の議決権 ― 163,553 ― 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義 

所有株式（株） 
他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式）

株式会社ニチロ 

東京都千代田区 

有楽町一丁目12番

１号 

153,000 ― 153,000 0.09 

計 ― 153,000 ― 153,000 0.09 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 220 224 222 212 196 176 

低（円） 207 205 208 184 170 157 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中

間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※２ 7,860 6,734 5,780 

２ 受取手形及び売掛金 ※６ 43,183 41,172 42,340 

３ たな卸資産 41,545 42,773 34,269 

４ 繰延税金資産 2,299 2,115 3,609 

５ 短期貸付金 1,056 1,027 1,056 

６ その他   1,689 1,342 1,199 

貸倒引当金 △222 △221 △218 

流動資産合計 97,411 58.9 94,944 60.5 88,037 56.9

Ⅱ 固定資産     

〔1〕有形固定資産     

１ 建物及び構築物 

 ※１  
 ※２  
※３ 
※４ 

18,857 20,466 20,290 

２ 機械装置及び運搬具 

 ※１  
 ※２  
※３ 
※４ 

11,292 11,146 11,278 

３ 土地  ※２  17,478 12,122 17,163 

４ 建設仮勘定 535 236 455 

５ その他 

 ※１  
 ※２  
※３ 
※４ 

587 591 639 

有形固定資産合計 48,751 44,563 49,827 

〔2〕無形固定資産 658 525 520 

〔3〕投資その他の資産     

１ 投資有価証券 ※２ 8,440 8,989 9,554 

２ 繰延税金資産 8,043 5,870 4,523 

３ その他 ※５ 2,244 2,288 2,397 

貸倒引当金 △191 △147 △142 

投資その他の資産 
合計 

18,536 17,001 16,332 

固定資産合計 67,947 41.1 62,090 39.5 66,680 43.1

資産合計 165,358 100.0 157,034 100.0 154,718 100.0 

               
 



  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金 ※６ 18,194 18,439 16,080 

２ 短期借入金 ※２ 70,657 63,719 53,399 

３ １年以内償還予定の 
社債  

  5,000 ― 5,000 

４ 未払法人税等 853 644 1,055 

５ 未払消費税等 359 242 301 

６ 繰延税金負債 0 0 0 

７ 製品保証引当金 13 21 20 

８ 役員賞与引当金 26 25 9 

９ 未払費用 13,450 12,096 13,114 

10 その他 2,470 2,494 2,965 

流動負債合計 111,025 67.2 97,684 62.2 91,946 59.4

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金 ※２ 17,196 20,080 20,773 

２ 繰延税金負債 296 259 306 

３ 再評価に係る 
繰延税金負債 

292 1,059 292 

４ 退職給付引当金 11,906 12,788 12,179 

５ 役員退職慰労引当金 569 504 619 

６ 環境対策引当金 ― 54 63 

７ その他 ※２ 1,707 848 1,635 

固定負債合計 31,969 19.3 35,595 22.7 35,871 23.2

負債合計 142,994 86.5 133,279 84.9 127,817 82.6

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

  １ 資本金 12,224 7.4 12,224 7.8 12,224 7.9 

  ２ 資本剰余金 6,534 3.9 2,490 1.6 6,534 4.2 

 ３ 利益剰余金 2,759 1.7 7,606 4.8 6,918 4.5 

 ４ 自己株式 △20 △0.0 △27 △0.0 △22 △0.0 

   株主資本合計 21,497 13.0 22,293 14.2 25,655 16.6 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評価 
   差額金 

2,145 1.3 2,058 1.3 2,351 1.5 

 ２ 土地再評価差額金 426 0.2 1,544 1.0 426 0.3 

 ３ 為替換算調整勘定 △4,151 △2.5 △4,174 △2.7 △3,941 △2.6 

  評価・換算差額等合計 △1,579 △1.0 △570 △0.4 △1,163 △0.8 

Ⅲ 少数株主持分 2,445 1.5 2,032 1.3 2,408 1.6 

  純資産合計 22,364 13.5 23,755 15.1 26,900 17.4 

  負債純資産合計 165,358 100.0 157,034 100.0 154,718 100.0 

               



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
百分比 
（％） 

金額（百万円）
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   123,156 100.0 121,583 100.0 251,697 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１ 93,282 75.7 92,899 76.4 191,299 76.0 

売上総利益   29,873 24.3 28,684 23.6 60,398 24.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 27,787 22.6 27,503 22.6 56,313 22.4 

営業利益   2,085 1.7 1,181 1.0 4,085 1.6 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   67   75   110   

２ 受取配当金   79   87   125   

３ 補助金収入   ―   83   51   

４ 保険金収入   ―   50   102   

５ その他   175   126   411   

営業外収益合計   323 0.3 423 0.3 801 0.3 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   674   807   1,478   

２ 持分法による投資損失   ―   117   ―   

３ その他   295   184   506   

営業外費用合計   969 0.8 1,109 0.9 1,985 0.7 

経常利益   1,439 1.2 495 0.4 2,901 1.2 

Ⅵ 特別利益               

１ 固定資産売却益 ※３ 8   3,545   6,254   

２ 投資有価証券売却益   8   2   8   

３ 関係会社株式売却益   ―   484   ―   

４ 貸倒引当金戻入益   26   13   49   

５ その他   ―   52   405   

特別利益合計   43 0.0 4,097 3.4 6,717 2.7 

Ⅶ 特別損失               

１ 固定資産処分損 ※４ 216   243   1,104   

２ 投資有価証券評価損   ―   111   16   

３ 減損損失 ※５ 379   115   523   

４ その他   38   45   250   

特別損失合計   634 0.5 516 0.4 1,895 0.8 

税金等調整前中間(当期)
純利益 

  848 0.7 4,077 3.4 7,723 3.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

  721   513   1,428   

法人税等調整額   10   1,060   2,052   

小計   731 0.6 1,573 1.3 3,481 1.4 

少数株主利益 
又は少数株主損失（△） 

  △16 △0.0 64 0.1 △49 △0.0 

中間(当期)純利益   133 0.1 2,439 2.0 4,292 1.7 

               



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

        前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
12,224 6,533 3,250 △18 21,990 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当（注） ― ― △622 ― △622 

役員賞与（注） ― ― △6 ― △6 

中間純利益 ― ― 133 ― 133 

自己株式の取得 ― ― ― △3 △3 

自己株式の処分 ― 0 ― 0 0 

土地再評価差額金の取崩額 ― ― 5 ― 5 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
― 0 △490 △2 △492 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
12,224 6,534 2,759 △20 21,497 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
2,600 432 △4,270 △1,237 2,611 23,364 

中間連結会計期間中の変動額            

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― △622 

役員賞与（注） ― ― ― ― ― △6 

中間純利益 ― ― ― ― ― 133 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △3 

自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0 

土地再評価差額金の取崩額 ― △5 ― △5 ― ― 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△455 ― 118 △336 △165 △502 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△455 △5 118 △342 △165 △1,000 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
2,145 426 △4,151 △1,579 2,445 22,364 



        当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（注）１ 平成19年８月31日に、平成19年６月28日開催の定時株主総会決議において設定した自己株式（優先株式）の取

得枠の範囲内で実施した自己株式（優先株式）の取得及び株主よりの買取請求による自己株式（普通株式）の取

得であります。 

      ２ 平成19年９月４日に、平成19年８月31日に取得した自己株式（優先株式）を消却したものであります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
12,224 6,534 6,918 △22 25,655 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当 ― ― △634 ― △634 

中間純利益 ― ― 2,439 ― 2,439 

自己株式の取得（注）１ ― ― ― △4,049 △4,049 

自己株式の処分 ― 0 ― 0 0 

自己株式の消却（注）２ ― △4,044 ― 4,044 ― 

土地再評価差額金の取崩額 ― ― △1,117 ― △1,117 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
― △4,043 687 △5 △3,361 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
12,224 2,490 7,606 △27 22,293 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
2,351 426 △3,941 △1,163 2,408 26,900 

中間連結会計期間中の変動額            

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △634 

中間純利益 ― ― ― ― ― 2,439 

自己株式の取得（注）１ ― ― ― ― ― △4,049 

自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0 

自己株式の消却（注）２ ― ― ― ― ― ― 

土地再評価差額金の取崩額 ― 1,117 ― 1,117 ― ― 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△292 ― △232 △525 △376 △901 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△292 1,117 △232 592 △376 △3,145 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
2,058 1,544 △4,174 △570 2,032 23,755 



        前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
12,224 6,533 3,250 △18 21,990 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当（注） ― ― △622 ― △622 

役員賞与（注） ― ― △6 ― △6 

当期純利益 ― ― 4,292 ― 4,292 

自己株式の取得 ― ― ― △4 △4 

自己株式の処分 ― 0 ― 0 1 

土地再評価差額金の取崩額 ― ― 5 ― 5 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― ― 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
― 0 3,668 △3 3,665 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
12,224 6,534 6,918 △22 25,655 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
2,600 432 △4,270 △1,237 2,611 23,364 

連結会計年度中の変動額            

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― △622 

役員賞与（注） ― ― ― ― ― △6 

当期純利益 ― ― ― ― ― 4,292 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △4 

自己株式の処分 ― ― ― ― ― 1 

土地再評価差額金の取崩額 ― ― ― ― ― 5 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△249 △5 328 73 △203 △129 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△249 △5 328 73 △203 3,535 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
2,351 426 △3,941 △1,163 2,408 26,900 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー

計算書 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         
税金等調整前中間(当期)純利益   848 4,077 7,723

減価償却費   2,187 2,379 4,555

貸倒引当金の増減額（減少△）   10 11 △38

退職給付引当金の増加額   642 619 916

役員退職慰労引当金の増減額(減少△)   △28 △115 22

受取利息及び受取配当金   △147 △163 △236

支払利息   674 807 1,478

投資有価証券評価損   ― 111 16

関係会社株式売却益   ― △484 ―

固定資産除却・売却損益   207 △3,301 △5,149

減損損失   379 115 523

売上債権の増減額（増加△）   △2,235 964 △1,346

その他の営業債権の増減額(増加△)   △93 △237 421

たな卸資産の増加額   △8,824 △10,272 △1,675

仕入債務の増加額   3,467 2,553 1,373

その他の営業債務の増加額   1,057 298 321

その他   27 △705 △193

小計   △1,824 △3,341 8,713

利息及び配当金の受取額   147 163 236

利息の支払額   △665 △799 △1,469

補助金の受取額   ― 86 284

特別退職金の支払額   ― ― △44

法人税等の支払額   △706 △976 △1,275

営業活動によるキャッシュ・フロー   △3,048 △4,866 6,445

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却・償還による収入   10 ― 110

有形固定資産の取得による支出   △2,652 △4,354 △7,286

有形固定資産の売却による収入   73 9,389 7,760

投資有価証券の売却による収入   19 31 19

関係会社株式の売却による収入   ― 450 ―

関連会社への出資による支出   △23 △129 △23

貸付けによる支出   △765 △674 △1,542

貸付金の回収による収入   769 781 1,339

その他   △156 91 △1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,724 5,586 △656

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出   ― △5,000 ―

短期借入金純増減額（減少△）   12,027 11,050 △4,779

長期借入れによる収入   734 3,099 9,030

長期借入金の返済による支出   △4,569 △4,184 △9,659

自己株式(優先株式)の取得による支出   ― △4,044 ―

少数株主への配当金の支払額   △191 △16 △207

親会社による配当金の支払額   △622 △634 △622

その他   △2 △5 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー   7,375 265 △6,240

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △4 1 24

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少△）   1,598 985 △426

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   5,866 5,439 5,866
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高 ※１ 7,465 6,425 5,439



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数    30社 

 主要な連結子会社は、㈱ニチ

ロサンフーズ、㈱アクリフー

ズ、Peter Pan Seafoods, Inc.

であります。 

  なお、子会社は全て連結して

おります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数    26社 

 主要な連結子会社は、㈱ニチ

ロサンフーズ、㈱アクリフー

ズ、Peter Pan Seafoods, Inc.

であります。 

 前連結会計年度において連結

子会社でありましたエヌピー食

品㈱は会社清算したため、連結

の範囲から除いております。 

 前連結会計年度において連結

子会社でありましたGASSLLC  

Limited Liability Co. は株式

の一部を売却し関連会社になっ

たことにより連結の範囲から除

いております。 

  なお、子会社は全て連結して

おります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数    28社 

 主要な連結子会社は、㈱ニチ

ロサンフーズ、㈱アクリフー

ズ、Peter Pan Seafoods, Inc.

であります。 

 ㈱ニチロサンパックは、平成

18年10月１日付で連結子会社北

海道あけぼの食品㈱の飲料部門

と当社青森工場をそれぞれ分割

し設立した子会社であり、連結

の範囲に含めております。 

 前連結会計年度において連結

子会社でありました㈱ニチロフ

レッシュデリカは、平成18年10

月１日付で連結子会社㈱湘南フ

レッシュデリカに吸収合併され

たため、連結の範囲から除いて

おります。 

 前連結会計年度において連結

子会社でありましたほくれい㈱

は平成19年１月１日付で連結子

会社㈱アクリフーズに吸収合併

されたため、連結の範囲から除

いております。 

 前連結会計年度において連結

子会社でありました京都秦食品

㈱は会社清算したため、連結の

範囲から除いております。 

 なお、子会社は全て連結して

おります。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の 

非連結子会社数 
：－ 

持分法適用の 

関連会社数 
：６社 

持分法適用の 

非連結子会社数 
：－ 

持分法適用の 

関連会社数 
：９社 

持分法適用の 

非連結子会社数 
：－ 

持分法適用の 

関連会社数 
：６社 

 主要な関連会社は、煙台日魯大

食品有限公司であります。 

 新たに設立した煙台阿克力食品

有限公司については、当中間連結

会計期間より、持分法の適用範囲

に含めております。 

 また、持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

 主要な関連会社は、煙台日魯大

食品有限公司であります。 

 新たに設立した黒龍江日魯北大

食品有限公司については、当中間

連結会計期間より、持分法の適用

範囲に含めております。 

 前中間連結会計期間において連

結子会社でありましたGASLLC  

Limited Liability Co. は株式の

一部を売却したことにより連結の

範囲から除き、持分法の適用範囲

に含めております。 

  Patagonia Salmon Farming S.A.

は、実質的な影響力が増したた

め、当中間連結会計期間より、持

分法の適用範囲に含めておりま

す。 

 主要な関連会社は、煙台日魯大

食品有限公司であります。 

 新たに設立した煙台阿克力食品

有限公司については、当連結会計

年度より、持分法の適用範囲に含

めております。 

 また、持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

   また、持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社はありませ

ん。  

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社のうち、Peter Pan  

Seafoods, Inc.、Golden Alaska  

Seafoods, Inc.、GASLLC Limited 

Liability Co.、American  

Beauty, Inc.、Ocean Leader,  

Inc.の５社の中間決算日は９月

終の金曜日（29日）、日照日魯栄

信食品有限公司の中間決算日は６

月30日であります。中間連結財務

諸表の作成に当たっては、各社の

中間会計期間に係る中間財務諸表

を使用しておりますが、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

 その他の連結子会社の中間決算

日は、中間連結決算日と一致して

おります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社のうち、Peter Pan  

Seafoods, Inc.、Golden Alaska  

Seafoods, Inc.、American  

Beauty, Inc.、Ocean Leader,  

Inc.の４社の中間決算日は９月

終の金曜日（28日）、日照日魯栄

信食品有限公司の中間決算日は６

月30日であります。中間連結財務

諸表の作成に当たっては、各社の

中間会計期間に係る中間財務諸表

を使用しておりますが、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

 その他の連結子会社の中間決算

日は、中間連結決算日と一致して

おります。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社のうち、Peter Pan  

Seafoods, Inc.、Golden Alaska  

Seafoods, Inc.、GASLLC Limited 

Liability Co.、American  

Beauty, Inc.、Ocean Leader,  

Inc.の５社の決算日は３月 終の

金曜日（30日）、日照日魯栄信食

品有限公司の決算日は12月末日で

あります。連結財務諸表の作成に

当たっては、各社の事業年度に係

る財務諸表を使用しております

が、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

 その他の連結子会社の決算日

は、連結決算日と一致しておりま

す。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

a 満期保有目的の債券 

償却原価法によっておりま

す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

a 満期保有目的の債券 

左に同じ 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

a 満期保有目的の債券 

左に同じ 

b その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法によっ

ております（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、純資産の部に計上して

おります。また、売却原価

は移動平均法により算定し

ております）。 

b その他有価証券 

時価のあるもの 

 左に同じ 

b その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等

に基づく時価法によってお

ります（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

純資産の部に計上しており

ます。また、売却原価は移

動平均法により算定してお

ります）。 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価

法によっております。 

時価のないもの 

左に同じ 

時価のないもの 

左に同じ 

②デリバティブ 

時価法によっております。 

②デリバティブ 

左に同じ 

②デリバティブ 

左に同じ 

③たな卸資産 

a 製品 

 主として総平均法に基づく

低価法によっております。 

③たな卸資産 

a 製品 

左に同じ 

③たな卸資産 

a 製品 

左に同じ 

b 商品 

 主として月別総平均法に基

づく低価法によっておりま

す。 

b 商品 

左に同じ 

b 商品 

左に同じ 

c 原材料・貯蔵品 

 主として月別総平均法に基

づく原価法によっておりま

す。 

c 原材料・貯蔵品 

左に同じ 

c 原材料・貯蔵品 

左に同じ 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。なお、耐用年数及

び残存価額については、主とし

て法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

 また、国内連結子会社におい

て一部の資産及び在外連結子会

社は主として定額法を採用して

おり、取得原価で「建物及び構

築物」の約37％、「機械装置及

び運搬具」の約33％、「その

他」の約11％を定額法により償

却しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。なお、耐用年数及

び残存価額については、主とし

て法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

 また、国内連結子会社におい

て一部の資産及び在外連結子会

社は主として定額法を採用して

おり、取得原価で「建物及び構

築物」の約38％、「機械装置及

び運搬具」の約29％、「その

他」の約8％を定額法により償却

しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。なお、耐用年数及

び残存価額については、主とし

て法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

 また、国内連結子会社におい

て一部の資産及び在外連結子会

社は主として定額法を採用して

おり、取得原価で「建物及び構

築物」の約41％、「機械装置及

び運搬具」の約33％、「その

他」の約10％を定額法により償

却しております。 

②無形固定資産 

 定額法によっております。な

お償却年数については、主とし

て法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。た

だし、ソフトウエア（自社利用

分）については、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

②無形固定資産 

左に同じ 

②無形固定資産 

左に同じ 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、回収不能見込額を計

上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

左に同じ 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

左に同じ 

a 一般債権 

 貸倒実績率法によっており

ます。 

a 一般債権 

左に同じ 

a 一般債権 

左に同じ 

b 貸倒懸念債権及び破産更生

債権等 

 財務内容評価法によってお

ります。 

b 貸倒懸念債権及び破産更生

債権等 

左に同じ 

b 貸倒懸念債権及び破産更生

債権等 

左に同じ 

②製品保証引当金 

 連結子会社ニチロ工業㈱は、

製品販売後のアフターサービス

費について売上高に対する過去

の実績率に基づき、製品保証引

当金を計上しております。 

②製品保証引当金 

左に同じ 

②製品保証引当金 

左に同じ 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

③役員賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は役

員賞与の支出に備えるため、当

連結会計年度における支給見込

額に基づき当中間連結会計期間

負担額を計上しております。  

③役員賞与引当金 

 左に同じ 

③役員賞与引当金  

当社は役員賞与の支出に備え

るため、役員賞与支給見込額の

うち当連結会計年度負担額を計

上しております。 

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異

（7,761百万円）については、10

年による按分額を販売費及び一

般管理費処理しておりますが、

株式を公開している㈱ニチロサ

ンフーズ及びその子会社㈱新潟

フレッシュデリカにつきまして

は、一括費用処理しておりま

す。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法に基づき費用

処理しております。 

  数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理することとし

ております。 

④退職給付引当金 

左に同じ 

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異

（7,761百万円）については、10

年による按分額を販売費及び一

般管理費処理しておりますが、

国内連結子会社のうち、株式を

公開している㈱ニチロサンフー

ズ及びその子会社㈱新潟フレッ

シュデリカにつきましては、一

括費用処理しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法に基づき費用

処理しています。 

  数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により、それぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理すること

としております。 

⑤役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社につ

いては、役員退職慰労金の支払

いに備えるため、内規に基づく

当中間連結会計期間末要支給額

を計上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

 左に同じ 

⑤役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社につ

いては、役員の退職慰労金の支

払いに備えるため、内規に基づ

く当連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

――――― ⑥環境対策引当金 

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物

の適正な処理の推進に関する特

別措置法」によるＰＣＢ廃棄物

の処理支出に備えるため、今後

発生すると見込まれる金額を計

上しております。 

⑥環境対策引当金 

 左に同じ 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4) 在外連結子会社の会計処理基

準 

 在外連結子会社が採用してい

る会計処理基準は、当該国にお

いて一般に公正妥当と認められ

ている基準によっております。 

(4) 在外連結子会社の会計処理基

準 

左に同じ 

(4) 在外連結子会社の会計処理基

準 

左に同じ 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準  

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在

外連結子会社の資産及び負債

は、当該連結子会社の中間決算

日の直物為替相場により換算

し、収益及び費用は期中平均相

場により換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含めて

おります。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準  

左に同じ 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外連結子会社の資産及び負債

は、当該連結子会社の決算日の

直物為替相場により換算し、収

益及び費用は期中平均相場によ

り換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めておりま

す。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

 当社及び国内連結子会社のリ

ース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

左に同じ 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

左に同じ 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特

例処理を採用しております。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

  

ヘッジ対象 

借入金利息 

  

  

  

  

③ヘッジ方針 

 金利変動リスクをヘッジする

目的で、金利スワップ取引を行

っております。 

 同取引の実行及び管理は、社

内管理規程に従い各社の財務担

当部門が行っております。 

③ヘッジ方針 

左に同じ 

③ヘッジ方針 

左に同じ 

――――― 

  

  

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特

例処理の要件を充たしているた

め、有効性の評価を省略してお

ります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

左に同じ 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(8) 消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっております。 

(8) 消費税等の会計処理方法 

左に同じ  

(8) 消費税等の会計処理方法  

左に同じ  

――――― 

  

(9) 連結納税制度の採用 

当中間連結会計期間より連結

納税制度を採用しております。  

――――― 

  

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 左に同じ 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は19,918百万円であり

ます。  

 なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

  当連結会計年度より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用しております。 

 従来の基準に従った資本の部の

合計に相当する金額は、24,492百

万円であります。 

 なお、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。  

（役員賞与に関する会計基準）     

  当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ26百万円減少しておりま

す。なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載してお

ります。 

―――――  （役員賞与に関する会計基準） 

  当連結会計年度より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29日）

を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ9百万円減少しており

ます。なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載して

おります。 

――――― （改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法） 

 当中間連結会計期間より、当社

及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、

それぞれ31百万円減少しておりま

す。なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載してお

ります。 

――――― 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結損益計算書） 

１ 前中間連結会計期間において営業外収益に区分掲記 

 しておりました「賃貸料収入」は、当中間連結会計期 

 間において営業外収益の100分の10以下となったため、 

 「その他」に含めて表示しております。なお、当中間 

 連結会計期間における「賃貸料収入」は3百万円であり 

 ます。 

  

  

 ２ 前中間連結会計期間において特別利益の「その他」 

に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」

は、当中間連結会計期間において特別利益の総額の100

分の10を超えることとなったため、区分掲記すること

に変更いたしました。なお、前中間連結会計期間にお

いて特別利益の「その他」に含めておりました「投資

有価証券売却益」は8百万円であります。 

（中間連結損益計算書） 

 １ 前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「補助金収入」及び「保険

金収入」は、当中間連結会計期間において営業外収益の

総額の100分の10を超えることとなったため、区分掲記

することに変更いたしました。なお、前中間連結会計期

間において営業外収益の「その他」に含めておりました

「補助金収入」は1百万円、「保険金収入」は4百万円で

あります。 

 ２ 前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「持分法による投資損失」

は、当中間連結会計期間において営業外費用の総額の

100分の10を超えることとなったため、区分掲記するこ

とに変更いたしました。なお、前中間連結会計期間にお

いて営業外費用の「その他」に含めておりました「持分

法による投資損失」は0百万円であります。 

 ３ 前中間連結会計期間において特別損失の「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」は、

当中間連結会計期間において特別損失の総額の100分の

10を超えることとなったため、区分掲記することに変更

いたしました。なお、前中間連結会計期間において特別

損失の「その他」に含めておりました「投資有価証券評

価損」は0百万円であります。 

――――― 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １ 前中間連結会計期間において営業活動におけるキャッ

シュ・フローで「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券評価損」については、金額的重要性が増

したため、区分掲記することに変更いたしました。な

お、前中間連結会計期間において「その他」に含めてお

りました「投資有価証券評価損」は0百万円でありま

す。 



追加情報 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

――――― （改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法） 

  当中間連結会計期間より、当社及び

国内連結子会社は、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益は、それぞれ

85百万円減少しております。なお、セ

グメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。 

――――― 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、以

下のとおりであります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、以

下のとおりであります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、以

下のとおりであります。 

建物及び構築物    29,871百万円 

機械装置及び運搬具  36,424百万円 

その他 2,877百万円 

建物及び構築物 29,105百万円 

機械装置及び運搬具 35,571百万円 

その他 2,825百万円 

建物及び構築物 28,916百万円 

機械装置及び運搬具 36,432百万円 

その他 2,918百万円 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

流動資産  

預金 120百万円 

有形固定資産  

建物及び構築物 
9,471百万円 

(3,725百万円)

機械装置及び 

運搬具 

 6,184百万円 

(3,274百万円)

土地 
   11,408百万円 

(1,954百万円)

その他 
 52百万円 

(18百万円)

投資その他の資産  

投資有価証券 4,123百万円 

計 
   31,360百万円 

(8,973百万円)

流動資産  

預金 62百万円 

有形固定資産  

建物及び構築物 
12,066百万円 

(3,056百万円)

機械装置及び 

運搬具 

5,477百万円 

(2,932百万円)

土地 
 8,007百万円 

(1,502百万円)

その他 
54百万円 

(33百万円)

投資その他の資産  

投資有価証券 4,675百万円 

計 
30,344百万円 

(7,525百万円)

流動資産  

預金 105百万円 

有形固定資産   

建物及び構築物 
8,432百万円 

(2,828百万円)

機械装置及び 

運搬具 

5,789百万円 

(3,009百万円)

土地 
7,750百万円 

(1,743百万円)

その他 
39百万円 

(15百万円)

投資その他の資産  

投資有価証券 4,845百万円 

計 
26,962百万円 

(7,597百万円)

 （内書）は、工場財団を組成してい

る金額であります。 

 （内書）は、工場財団を組成している

金額であります。 

 （内書）は、工場財団を組成している

金額であります。 

 



前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

(2) 担保設定の原因となる債務 (2) 担保設定の原因となる債務 (2) 担保設定の原因となる債務 

短期借入金 
6,134百万円 

(3,790百万円)

長期借入金（１年以内返済分も含む） 

  
 23,892百万円 

(9,028百万円)

長期預り金 725百万円 

短期借入金 
4,390百万円 

(3,750百万円)

長期借入金（１年以内返済分も含む） 

  
20,124百万円 

(8,895百万円)

短期借入金 
4,475百万円 

(3,690百万円)

長期借入金（１年以内返済分も含む） 

  
20,588百万円 

(9,255百万円)

長期預り金 725百万円 

 （内書）は、工場財団抵当の対応債

務を示しております。 

 （内書）は、工場財団抵当の対応債務

を示しております。 

 （内書）は、工場財団抵当の対応債務

を示しております。 

※３ 固定資産の取得価額から直接減額して

いる保険差益の圧縮記帳額は次のとおり

であります。 

建物及び構築物    38百万円 

機械装置及び運搬具  7百万円 

その他(工具器具備品) 4百万円 

計 51百万円 

※３ 固定資産の取得価額から直接減額して

いる保険差益の圧縮記帳額は次のとおり

であります。 

建物及び構築物 100百万円 

機械装置及び運搬具   7百万円 

その他(工具器具備品) 4百万円 

計 113百万円 

※３ 固定資産の取得価額から直接減額して

いる保険差益の圧縮記帳額は次のとおり

であります。 

建物及び構築物 100百万円 

機械装置及び運搬具   7百万円 

その他(工具器具備品) 4百万円 

計 113百万円 

――――― ※４ 固定資産の取得価額から直接減額して

いる補助金収入の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  167百万円 

機械装置及び運搬具 113百万円 

その他(工具器具備品) 2百万円 

計 283百万円 

※４ 固定資産の取得価額から直接減額して

いる補助金収入の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  167百万円 

機械装置及び運搬具 107百万円 

その他(工具器具備品) 2百万円 

計 277百万円 

※５ 更生債権等より直接控除した貸倒引当

金は226百万円であります。 

※５ 更生債権等より直接控除した貸倒引当

金は207百万円であります。 

※５ 更生債権等より直接控除した貸倒引当

金は230百万円であります。 

※６ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休業日で

あったため、次の中間連結会計期間末日

満期手形が中間連結会計期間末残高に含

まれております。 

 受取手形 130百万円 

 支払手形 52百万円 

※６ 中間連結会計期間末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休業日で

あったため、次の中間連結会計期間末日

満期手形が中間連結会計期間末残高に含

まれております。 

 受取手形 227百万円 

 支払手形 7百万円 

※６ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当連結会計年度

の末日は金融機関の休業日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連

結会計年度末残高に含まれております。 

  

 受取手形 155百万円 

 支払手形 34百万円 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 売上原価に算入された低価基準による

評価損は、224百万円であります。 

※１ 売上原価に算入された低価基準による

評価損は、538百万円であります。 

※１ 売上原価に算入された低価基準による

評価損は、226百万円であります。 

※２ 販売費及び一般管理費の主なものは、

以下のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費の主なものは、

以下のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費の主なものは、

以下のとおりであります。 

販売手数料 2,305百万円

発送及び配達費 3,346百万円

販売促進費 10,697百万円

給与諸手当 4,338百万円

退職給付費用 1,123百万円

減価償却費 233百万円

販売手数料 1,358百万円

発送及び配達費 3,351百万円

販売促進費 11,035百万円

給与諸手当 4,517百万円

退職給付費用 1,125百万円

減価償却費 229百万円

販売手数料 4,554百万円

発送及び配達費 6,797百万円

販売促進費 21,909百万円

給与諸手当 8,891百万円

退職給付費用 2,101百万円

減価償却費 486百万円

※３ 固定資産売却益の主な内容は、次のと

おりであります。 

国内連結子会社の土地  

 北海道河西郡    3百万円 

機械装置及び運搬具 5百万円 

※３ 固定資産売却益の主な内容は、次のと

おりであります。 

国内連結子会社の土地、建物及び構築物 

 東京都府中市他 3,538百万円 

※３ 固定資産売却益の主な内容は、次のと

おりであります。 

提出会社及び国内連結子会社の土地 

 神奈川県横須賀市 6,117百万円 

※４ 固定資産処分損は、固定資産除却損

211百万円、固定資産売却損5百万円であ

り、主な内訳は次のとおりであります。 

固定資産除却損  

   建物及び構築物 126百万円 

  機械装置及び運搬具 78百万円 

※４ 固定資産処分損は、固定資産除却損

174百万円、固定資産売却損68百万円で

あり、主な内訳は次のとおりでありま

す。 

固定資産除却損  

   建物及び構築物 87百万円 

  機械装置及び運搬具 79百万円 

固定資産売却損  

   土地 55百万円 

  建物及び構築物 12百万円 

※４ 固定資産処分損は、固定資産除却損

1,077百万円、固定資産売却損27百万円

であり、主な内訳は次のとおりでありま

す。  

固定資産除却損  

  建物及び構築物 437百万円 

  機械装置 332百万円 

固定資産売却損  

  機械装置 23百万円 

※５ 減損損失 

  (1) 減損損失の概要 

  当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失金額 

①栃木県 

 下都賀 

 郡・ 

 下野市 

 他３件 

遊休土地 

売却予定

地 

土地  265百万円

②北海道 

 紋別郡 

加工食品 

製造設備  

建物、 

構築物、 

機械装置

等 

  78百万円

③広島県 

 広島市 

 他 

遊休機械 機械装置   19百万円

④北海道 

 札幌市 

飲料製造 

設備 

建物、 

機械装置

等 

  16百万円

 合計  379百万円

※５ 減損損失 

  (1) 減損損失の概要 

 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失金額

①北海道 

 紋別郡 

加工食品 

製造設備 

建物、 

構築物、 

機械装置

等 

 84百万円

②栃木県 

 下都賀 

 郡・ 

 下野市 

 他３件 

遊休土地 

売却予定

地 

土地 13百万円

③山形県 

 西置賜 

 郡他 

遊休機械 機械装置  18百万円

 合計 115百万円

※５ 減損損失 

  (1) 減損損失の概要 

  当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失金額

①栃木県 

 下都賀 

 郡・ 

 下野市 

 他３件 

遊休土地 

売却予定

地 

土地  265百万円

②茨城県 

 常総市 

加工食品 

製造設備 

建物、 

構築物、 

機械装置等 

 126百万円

③北海道 

 紋別郡 

加工食品 

製造設備 

建物、 

構築物、 

機械装置等 

  79百万円

④広島県 

 広島市 

 他 

遊休機械 機械装置   30百万円

⑤北海道 

 札幌市 

飲料製造 

設備 

建物、 

機械装置等 
  20百万円

 合計  523百万円

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2) 減損損失を計上するに至った経緯等 

  ①使用見込みのない遊休の土地、または

近い将来に売却を予定している土地であ

り、前連結会計年度において土地の時価評

価を行い、帳簿価額をその当時の時価まで

減額しておりましたが、さらに時価の下落

が認められたため、当該下落額を減損損失

として計上いたしました。 

  ②加工食品製造設備は、原料価格の高騰

及び競争の激化によって収益性が著しく悪

化したことにより、投資の回収が困難と判

断されることから帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として

計上いたしました。 

  ③遊休機械は製造工程の変更や消費者ニ

ーズの多様化による需要の落ち込み等によ

り現在は使用していない資産であります。

今後の利用計画も無いことから帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として計上いたしました。 

  ④飲料製造設備は飲料事業の競争の激化

によって収益性が著しく悪化したことによ

り、投資の回収が困難と判断されることか

ら帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として計上いたしまし

た。 

 回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、②③④は処分価額により評価、

①は不動産鑑定評価又はそれに準ずる方法

により評価しております。  

  (2) 減損損失を計上するに至った経緯等 

  ①加工食品製造設備は、原料価格の高騰

及び競争の激化によって収益性が著しく悪

化したことにより、投資の回収が困難と判

断されることから帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として計

上いたしました。 

 ②使用見込みのない遊休の土地、または

近い将来に売却を予定している土地であ

り、前連結会計年度において土地の時価評

価を行い、帳簿価額をその当時の時価まで

減額しておりましたが、さらに時価の下落

が認められたため、当該下落額を減損損失

として計上いたしました。 

  ③遊休機械は製造工程の変更や消費者ニ

ーズの多様化による需要の落ち込み等によ

り現在は使用していない資産であります。

今後の利用計画も無いことから帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として計上いたしました。 

  回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、①③は処分価額により評価、②

は不動産鑑定評価またはそれに準ずる方法

により評価しております。 

  (2) 減損損失を計上するに至った経緯等 

   ①使用見込みのない遊休の土地、または

近い将来に売却を予定している土地であ

り、前連結会計年度において土地の時価評

価を行い、帳簿価額をその当時の時価まで

減額しておりましたが、さらに時価の下落

が認められたため、当該下落額を減損損失

として計上いたしました。 

 ②加工食品製造設備は、事業の廃止を決

めたことにより、投資の回収が困難と判断

されることから帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として計

上いたしました。 

 ③加工食品製造設備は、原料価格の高騰

及び競争の激化によって収益性が著しく悪

化したことにより、投資の回収が困難と判

断されることから帳簿価額を回収可能額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として計

上いたしました。 

  ④遊休機械は製造工程の変更や消費者ニ

ーズの多様化による需要の落ち込み等によ

り現在は使用していない資産であり、今後

の利用計画もないことから帳簿価額を回収

可能額まで減額し、当該減少額を減損損失

として計上いたしました。 

  ⑤飲料製造設備は飲料事業の競争の激化

によって収益性が著しく悪化したことによ

り、投資の回収が困難と判断されることか

ら帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として計上いたしまし

た。 

  回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、①は不動産鑑定評価またはそれ

に準ずる方法により評価、②～⑤は処分価

額により評価しております。 

  (3) 減損損失の内訳 

 建物 42百万円 

 構築物  2百万円 

 機械装置 65百万円 

 土地 265百万円 

 その他の固定資産  3百万円 

(工具器具備品） 

  (3) 減損損失の内訳 

 建物 32百万円 

 構築物 1百万円 

 機械装置 67百万円 

 土地 13百万円 

 その他の固定資産 0百万円 

(工具器具備品、電話加入権） 

  (3) 減損損失の内訳 

 建物 145百万円 

 構築物  3百万円 

 機械装置 104百万円 

 土地 265百万円 

 その他の固定資産 5百万円 

(工具器具備品等） 

  (4) 主な資産のグルーピング方法 

  内部管理上採用している事業区分を基

本とし、製造部門は工場を単位に、賃貸

用不動産及び将来の使用が見込まれてい

ない遊休資産については個々の物件を単

位にグルーピングしております。 

  (4) 主な資産のグルーピング方法 

  左に同じ 

  (4) 主な資産のグルーピング方法 

  左に同じ 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

  前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  １ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 自己株式の増加株式数12千株は、株主よりの単元未満株式の買取請求による取得であります。 

   ２ 自己株式の減少株式数2千株は、株主よりの単元未満株式の買増請求による売却であります。 

  ２ 配当に関する事項 

     配当金支払額 

  当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  １ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 発行済株式（優先株式）及び自己株式（優先株式）の減少株式数4,000千株は、平成19年８月31日に取得した

自己株式（優先株式）を平成19年９月４日に消却したものであります。 

   ２ 自己株式（普通株式）の増加株式数32千株は、株主よりの単元未満株式の買取請求による取得であります。 

   ３ 自己株式（普通株式）の減少株式数2千株は、株主よりの単元未満株式の買増請求による売却であります。 

      ４ 自己株式（優先株式）の増加株式数4,000千株は、平成19年６月28日の定時株主総会において取得枠を決議し

た上で平成19年８月31日に株主より取得したものであります。 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 164,492 ― ― 164,492 

優先株式 8,000 ― ― 8,000 

合計 172,492 ― ― 172,492 

自己株式        

普通株式 （注）１、２ 107 12 2 118 

合計 107 12 2 118 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 

普通株式 493 3.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

優先株式 129 16.18 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 164,492 ― ― 164,492 

優先株式（注）１ 8,000 ― 4,000 4,000 

合計 172,492 ― 4,000 168,492 

自己株式        

普通株式（注）２、３ 123 32 2 153 

優先株式（注）１、４ ― 4,000 4,000 ― 

合計 123 4,032 4,002 153 



  ２ 配当に関する事項 

     配当金支払額 

  前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  １ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 自己株式の増加株式数20千株は、株主よりの単元未満株式の買取請求による取得であります。 

   ２ 自己株式の減少株式数4千株は、株主よりの単元未満株式の買増請求による売却であります。 

  ２ 配当に関する事項 

    (1) 配当金支払額 

    (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力が翌期となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 

普通株式 493 3.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

優先株式 141 17.63 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少
株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 164,492 ― ― 164,492 

優先株式 8,000 ― ― 8,000 

合計 172,492 ― ― 172,492 

自己株式        

普通株式 （注）１、２ 107 20 4 123 

合計 107 20 4 123 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 

普通株式 493 3.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

優先株式 129 16.18 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 

普通株式 493   利益剰余金 3.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

優先株式 141   利益剰余金 17.63 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び預金勘定      7,860百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△395百万円

現金及び現金同等物  7,465百万円

現金及び預金勘定 6,734百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△308百万円

現金及び現金同等物 6,425百万円

現金及び預金勘定 5,780百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金 
△340百万円

現金及び現金同等物 5,439百万円



（リース取引関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

328 176 151 

その他 
(工具器具備品) 

296 179 116 

無形固定資産 

その他 
(ソフトウエア) 

9 3 6 

合計 634 360 274 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

279 174 104

その他 
(工具器具備品) 

244 153 91

無形固定資産 

その他 
(ソフトウエア) 

13 6 7

合計 537 334 203

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

286 141 145

その他 
(工具器具備品)

267 171 96

無形固定資産 

その他 
(ソフトウエア)

13 4 8

合計 567 317 250

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

 左に同じ  なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリ

ース資産減損勘定期末残高 

１年内       104百万円

１年超       170百万円

合計      274百万円

１年内        94百万円

１年超          108百万円

合計         203百万円

１年内          117百万円

１年超          133百万円

合計          250百万円

 なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 左に同じ  なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しており

ます。 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額及び減価償却費相当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額 

支払リース料     75百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
20百万円

減価償却費相当額     75百万円

支払リース料       68百万円

減価償却費相当額       68百万円

支払リース料     150百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
20百万円

減価償却費相当額   150百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 左に同じ 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 左に同じ 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内     17百万円

１年超    44百万円

合計     62百万円

１年内       14百万円

１年超      27百万円

合計       41百万円

１年内       15百万円

１年超       32百万円

合計       47百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあ

る株式については減損処理を行っておりません。なお、減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における

時価が取得原価に比べ50％超下落した場合には、すべて減損処理を行い、30％超50％以下下落した場合には、回

復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理を行うこととしております。 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 （注）外貨建非上場株式の換算差額については、その他有価証券評価差額金（0百万円）として純資産の部に計上して

おります。 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場合には、全て減

損処理を行い、30％超50％以下下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理

を行うこととしております。なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について110

百万円の減損処理を行っております。 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 （注）外貨建非上場株式の換算差額については、その他有価証券評価差額金（0百万円）として純資産の部に計上して

おります。 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

その他有価証券       

株式 2,926 6,520 3,593 

その他 30 53 23 

合計 2,956 6,573 3,616 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1) 満期保有目的の債券   

  割引金融債 100 

(2) その他有価証券   

非上場株式 547 

非上場優先出資証券 1,004 

合計 1,652 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

その他有価証券       

株式 3,631 6,374 2,743 

その他 30 53 23 

合計 3,661 6,428 2,766 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1) 満期保有目的の債券   

  割引金融債 0 

   社債 5 

(2) その他有価証券   

非上場株式 462 

非上場優先出資証券 999 

合計 1,467 



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場合には、全て減損処

理を行い、30％超50％以下下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められる額について減損処理を行

うこととしております。なお、当連結会計年度において、減損処理の対象となるその他有価証券はありません。 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 （注）外貨建非上場株式の換算差額については、その他有価証券評価差額金（2百万円）として純資産の部に計上して

おります。 

区分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

その他有価証券       

株式 3,030 6,962 3,931 

その他 30 57 26 

合計 3,061 7,019 3,958 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1) 満期保有目的の債券   

割引金融債 0 

社債 5 

(2) その他有価証券   

非上場株式 1,179 

非上場優先出資証券 999 

合計 2,184 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 （注）１ 時価の算定方法 

        金融機関より提示された価額によっております。 

     ２ 金利スワップ取引については特例処理によっており、開示の対象から除いております。 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

 （注）１ 時価の算定方法 

        金融機関より提示された価額によっております。 

     ２ 金利スワップ取引については特例処理によっており、開示の対象から除いております。 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引       

  売建       

  米ドル 270 273 △3 

  買建       

  米ドル 860 875 14 

  通貨オプション       

  売建       

  コール       

    米ドル 1,897 △13 △13 

  プット       

    米ドル 1,753 △54 △54 

  買建        

   コール       

    米ドル 3,706 55 55 

合計   8,488 1,137 △0 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引       

  売建       

  米ドル 169 169 0 

  買建       

  米ドル 2,376 2,378 2 

  タイバーツ 333 330 3 

  通貨オプション       

  売建       

  コール       

    米ドル 1,207 △8 △8 

  プット       

    米ドル 2,687 △124 △127 

  買建        

   コール       

    米ドル 4,014 37 37 

合計   10,788 2,782 △94 



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

 （注）１ 時価の算定方法 

        先物為替相場によっております。 

     ２ 金利スワップ（金利関連）取引については特例処理によっており、開示の対象から除いております。 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価（百万円） 
評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引       

  売建       

  米ドル 784 789 5 

  買建       

  米ドル 26 26 0 

  通貨オプション取引       

  売建       

  コール        

    米ドル 1,552 △12 △12 

   プット       

   米ドル 1,424 △31 △31 

  買建         

    コール       

    米ドル 3,032 49 49 

合計   6,820 820 10 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,750百万円であり、その主なも

のは、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等に係る費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、「加工食品事業」の営業費用は2百万円、「その他の事業」の営業

費用は4百万円、「消去又は全社」の営業費用は18百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しておりま

す。 

  
加工食品 
事業 

(百万円) 

水産品事業 
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 76,668 33,773 12,714 123,156 ― 123,156 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
363 3,940 1,634 5,938 (5,938)  ― 

計 77,031 37,714 14,348 129,095 (5,938)  123,156 

営業費用 73,891 37,303 14,032 125,226 (4,156)  121,070 

営業利益 3,140 411 316 3,868 (1,782)  2,085 

事業区分 主要な製品の名称 

加工食品事業 水産物及び農畜産物加工販売 冷凍食品、缶詰類 

水産品事業 漁労、漁労品・商品買付販売 冷凍魚、鮮魚、塩蔵品、すりみ 

その他の事業 バイオ、飲料、冷蔵倉庫、ホテル、毛皮製

品製造販売、包装梱包機・新聞発送機製造

販売、その他の事業 

  



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,805百万円であり、その主なも

のは、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等に係る費用であります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、平成19年４月１日以降取

得した有形固定資産については改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「加工食品事業」の営業費用は28百万円、「水産品事業」の営業費用

は0百万円、「その他の事業」の営業費用は1百万円、「消去又は全社」の営業費用は0百万円増加し、それぞ

れ営業利益が同額減少しております。 

 また、「追加情報」に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却する方法に変更しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「加工食品事業」の営業費用は57百万円、「水産品事業」の営業費用

は0百万円、「その他の事業」の営業費用は27百万円、「消去又は全社」の営業費用は0百万円増加し、それぞ

れ営業利益が同額減少しております。 

  
加工食品 
事業 

(百万円) 

水産品事業 
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 76,279 32,241 13,062 121,583 ― 121,583 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
412 4,409 666 5,488 (5,488) ― 

計 76,691 36,650 13,729 127,072 (5,488)  121,583 

営業費用 74,702 36,119 13,250 124,072 (3,669)  120,402 

営業利益 1,989 531 479 3,000 (1,818)  1,181 

事業区分 主要な製品の名称 

加工食品事業 水産物及び農畜産物加工販売 冷凍食品、缶詰類 

水産品事業 漁労、漁労品・商品買付販売 冷凍魚、鮮魚、塩蔵品、すりみ 

その他の事業 バイオ、飲料、冷蔵倉庫、ホテル、毛皮製

品製造販売、包装梱包機・新聞発送機製造

販売、その他の事業 

  



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主要な製品の名称 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,636百万円であり、その主なも

のは、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等に係る費用であります。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、「加工食品事業」の営業費用は6百万円、「その他の事業」の営業費用は3百

万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法     地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域  北米 ：米国 

アジア：タイ、インドネシア、中国 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,750百万円であり、その主なも

のは、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等に係る費用であります。 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は7百万円、「消去又は全社」の営業費用は18

百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。 

  
加工食品 
事業 

(百万円) 

水産品事業 
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 154,417 72,669 24,611 251,697 ― 251,697 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
687 8,625 3,247 12,559 (12,559) ― 

計 155,104 81,294 27,858 264,257 (12,559) 251,697 

営業費用 149,134 79,964 27,427 256,526 (8,913) 247,612 

営業利益 5,970 1,330 431 7,731 (3,645) 4,085 

事業区分 主要な製品の名称 

加工食品事業 水産物及び農畜産物加工販売 冷凍食品、缶詰類 

水産品事業 漁労、漁労品・商品買付販売 冷凍魚、鮮魚、塩蔵品、すりみ 

その他の事業 バイオ、飲料、冷蔵倉庫、ホテル、毛皮製

品製造販売、包装梱包機・新聞発送機製造

販売、その他の事業 

  

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 115,172 7,946 37 123,156 ― 123,156 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
138 3,749 1,622 5,509 (5,509) ― 

計 115,310 11,695 1,659 128,665 (5,509) 123,156 

営業費用 111,535 11,589 1,786 124,912 (3,841) 121,070 

営業利益又は営業損失（△） 3,774 106 △127 3,753 (1,667) 2,085 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法     地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域  北米 ：米国 

アジア：タイ、インドネシア、中国 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,805百万円であり、その主なも

のは、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等に係る費用であります。 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、平成19年４月１日以降取

得した有形固定資産については改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は30百万円、「消去又は全社」の営業費用は0百

万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。 

 また、「追加情報」に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却する方法に変更しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は85百万円、「消去又は全社」の営業費用は0百

万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法     地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域  北米 ：米国 

アジア：タイ、インドネシア、中国 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,636百万円であり、その主なも

のは、提出会社本社の人事総務部、経理部等の事業支援部門等に係る費用であります。 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は9百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 110,660 10,856 66 121,583 ― 121,583 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
93 3,404 1,801 5,299 (5,299)  ― 

計 110,754 14,260 1,868 126,883 (5,299)  121,583 

営業費用 107,723 13,956 2,191 123,871 (3,469)  120,402 

営業利益又は営業損失（△） 3,030 304 △323 3,011 (1,830)  1,181 

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 230,522 21,047 128 251,697 ― 251,697 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
204 7,068 3,436 10,710 (10,710) ― 

計 230,726 28,115 3,565 262,408 (10,710) 251,697 

営業費用 223,445 27,425 3,883 254,753 (7,141) 247,612 

営業利益又は営業損失（△） 7,281 690 △318 7,654 (3,568) 4,085 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法     地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域  北米    ：米国、カナダ 

ヨーロッパ ：イギリス 

その他の地域：中国、タイ 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法     地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域  北米    ：米国、カナダ 

ヨーロッパ ：イギリス 

その他の地域：中国、韓国、タイ 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法     地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域  北米    ：米国、カナダ 

ヨーロッパ ：イギリス 

その他の地域：中国、韓国、タイ 

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,869 1,747 3,380 10,996 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 123,156 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
4.8 1.4 2.7 8.9 

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,516 2,336 3,667 13,520 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 121,583 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
6.2 1.9 3.0 11.1 

  北米 ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 14,463 5,380 6,758 26,602 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 251,697 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
5.7 2.1 2.7 10.6 



（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 72.08円

１株当たり 

中間純利益金額 
   0.38円

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 107.56円

１株当たり 

中間純利益金額 
14.56円

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 99.48円

１株当たり 

当期純利益金額 
25.25円

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 
22.06円

１株当たり中間純利益金額の算定上
の基礎 
 中間連結損益計算書上の中間純利

益金額 

133百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

   優先株式配当金 

 70百万円

 普通株式に係る中間純利益金額 

62百万円

 普通株式の期中平均株式数 

164,378,878株

 希薄化効果を有しないため潜在株

式調整後１株当たり中間純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

  優先株式 

8,000,000株

１株当たり中間純利益金額の算定上
の基礎 
 中間連結損益計算書上の中間純利

益金額 

2,439百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

   優先株式配当金 

45百万円

 普通株式に係る中間純利益金額 

2,393百万円

 普通株式の期中平均株式数 

164,359,712株

 希薄化効果を有しないため潜在株

式調整後１株当たり中間純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

  優先株式 

4,000,000株

１株当たり当期純利益金額の算定上
の基礎 
 連結損益計算書上の当期純利益 

 金額 

4,292百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 
  優先株式配当金 

141百万円

 普通株式に係る当期純利益金額 

4,151百万円

 普通株式の期中平均株式数 

164,374,990株

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の算定上の基礎 

  当期純利益調整額   

141百万円

    うち優先配当額 

141百万円

  普通株式増加数 

30,188,679株

      うち優先株式 

30,188,679株



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（資産の譲渡） ――――― （資産の譲渡） 

  連結子会社ニチロあけぼの商会㈱は

平成18年10月16日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり固定資産の譲渡を

決議いたしました。概要は次のとおり

であります。 

    連結子会社ニチロあけぼの商会㈱は

平成18年10月16日開催の取締役会の決

議に基づき、固定資産の譲渡契約を締

結し、当該資産の一部につき平成19年

４月25日及び26日に引渡しておりま

す。概要は次のとおりです。 

(1) 譲渡の理由 
  

(1) 譲渡の理由 

  当社グループは社宅制度を見直し、

グループ内部での社宅保有制度から外

部借上制度へ変更したことに伴い、当

該不動産を売却することにいたしまし

た。 

     当社グループは社宅制度を見直し、

グループ内部での社宅保有制度から外

部借上制度へ変更したことに伴い、当

該不動産を売却することにいたしまし

た。 

(2) 譲渡資産の内容 

(3) 譲渡の日程 

  平成19年４、５月（物件引渡予定） 

(4) 当該事象の損益に与える影響額 

  固定資産売却益34億円を翌連結会計

年度（平成20年３月期）の特別利益に

計上する予定であります。 

① 東京都府中市 

  ａ．譲渡物件 

     土地13,007㎡、建物 

  ｂ．現況 

     福利厚生設備 

  ｃ．譲渡価額 

     3,850百万円 

② 千葉県千葉市 

  ａ．譲渡物件 

     土地4,410㎡、建物 

  ｂ．現況 

        福利厚生設備 

  ｃ．譲渡価額 

        3,110百万円 

③ 神奈川県川崎市 

 ａ．譲渡物件  

     土地1,512㎡、建物 

  ｂ．現況 

        福利厚生設備 

  ｃ．譲渡価額 

        1,130百万円 

④ 神奈川県横須賀市 

  ａ．譲渡物件 

     土地4,943㎡、建物 

  ｂ．現況 

     福利厚生設備 

  ｃ．譲渡価額 

        574百万円 

  (2) 譲渡資産の内容 

① 東京都府中市 

  ａ．譲渡物件 

     土地13,007㎡、建物 

  ｂ．譲渡価額 

     3,850百万円 

  ｃ．売買契約締結日 

     平成19年７月（予定） 

② 千葉県千葉市 

  ａ．譲渡物件 

     土地4,410㎡、建物 

  ｂ．譲渡価額 

        3,110百万円 

  ｃ．売買契約締結日 

        平成18年11月９日 

  ｄ．物件引渡日 

     平成19年６月(予定) 

③ 神奈川県川崎市 

 ａ．譲渡物件  

     土地1,512㎡、建物 

  ｂ．譲渡価額 

        1,130百万円 

  ｃ．物件契約締結日 

        平成18年11月14日 

  ｄ．物件引渡日 

     平成19年４月25日 

④ 神奈川県横須賀市 

  ａ．譲渡物件 

     土地3,307㎡、建物 

  ｂ．譲渡価額 

     454百万円 

  ｃ．売買契約締結日 

        平成18年10月31日 

  ｄ．物件引渡日 

     平成19年４月26日 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

    ⑤ 神奈川県横須賀市 

  ａ．譲渡物件 

     土地1,635㎡、建物 

  ｂ．譲渡価額 

     120百万円 

  ｃ．売買契約締結日 

     平成18年11月17日 

  ｄ．物件引渡日 

     平成19年４月26日 

    
(4) 当該事象の損益に与える影響額 

      固定資産売却益34億円を翌連結会計

年度（平成20年３月期）の特別利益に

計上する予定であります。 

――――― （株式交換） （株式交換） 

   当社は平成19年10月１日に㈱マルハ

グループ本社（同日付で㈱マルハニチ

ロホールディングスに商号変更）を完

全親会社とし、当社を完全子会社とす

る株式交換による経営統合を行いまし

た。 

 なお、これに先立ち当社株式は、平

成19年９月25日に上場廃止となってお

ります。 

  当社及び㈱マルハグループ本社（以

下「マルハ本社」という）は、平成19

年４月12日に開催したそれぞれの取締

役会において、平成19年10月１日を期

して株式交換による経営統合を行うこ

とを決議し、株式交換契約を締結致し

ました。これにつきましてはマルハ本

社では平成19年６月27日開催の定時株

主総会で、当社では平成19年６月28日

開催の定時株主総会でそれぞれ承認さ

れました。同株式交換により、当社は

効力発生日である平成19年10月１日を

もって、㈱マルハニチロホールディン

グス（同日付でマルハ本社が商号変更

し、㈱マルハニチロホールディングス

となる予定）の完全子会社となり、こ

れに先立ち当社株式については、平成

19年９月25日に上場廃止となる予定で

す。 

   
(1) 株式交換の日程 

     平成19年６月27日 

     マルハ本社の定時株主総会で 

     株式交換契約承認    

 平成19年６月28日 

     当社の定時株主総会で 

   株式交換契約承認 

 平成19年９月25日（予定）  

     当社株式上場廃止日 

  平成19年10月１日（予定）  

     株式交換の予定日（効力発生日）
 （現マルハ本社を株式会社マルハニチロホールディング

スへ商号変更） 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   
(2) 株式交換比率 

会社名 
マルハ本社 

(完全親会社) 

当社 

(完全子会社)

株式交換比率 1 0.905 

    （注） 

 １ 株式の割当比率 

① 当社の普通株式１株に対して、マルハ本

社の普通株式0.905株を割当交付します。 

② 当社の優先株式１株に対して、マルハ本

社が実質的に同内容の第二種優先株式1株

を割当交付します。 

 ２ 株式交換により発行する新株式数等 

 マルハ本社は、平成19年９月30日の最終

の当社の株主名簿（実質株主名簿を含みま

す。）に記載又は記録された当社普通株主

に対し、マルハ本社の普通株式148,865,679

株を交付します。また、平成19年９月30日

の最終の当社の優先株主名簿（実質株主名

簿を含みます。）に記載又は記録された当

社優先株主に対し、マルハ本社の第二種優

先株式4,000,000株を交付します。 

――――― ――――― （自己株式（優先株式）の取得枠の設

定、消却） 

    
  当社は、平成19年４月６日開催の取

締役会において、下記のとおり、自己

株式（優先株式）の取得枠の設定及び

消却について決議し、自己株式（優先

株式）の取得枠の設定につきましては

平成19年６月28日の定時株主総会で承

認されました。 

    
(1) 目的 

      当社の優先株式は普通株式への転換

価額が転換請求期間開始時に決定する

方式であるため、当該優先株式に係る

潜在株式数が確定しておらず、また、

優先配当金が金利連動型になっている

ため、将来の配当負担が金利変動に左

右されるといった特徴があります。今

回の優先株式の取得及び消却は、株式

会社マルハグループ本社との経営統合

を円滑に進めるとともにこのような不

確実性を排除することで、当社資本政

策の柔軟性を高める効果があるものと

考えております。 

    
(2) 取得枠の内容 

     ① 取得する株式の数 

      優先株式   4,000,000株 

 ② 株式を取得するのと引換えに交付 

  する金銭等の内容及びその総額 

              4,044,000,000円 

 ③ 株式を取得することができる期間 

   平成19年６月29日から 

       平成19年９月30日まで 

 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

    
 当社優先株式の概要 

    

（注） 優先株主並びに所有する株式数（括弧

内は発行済株式総数に対する所有株式数

の割合） 

   優先株式 農林中央金庫 8,000千株   

（100.00％） 

 発行株式数  8,000千株  

 発行価額  1,000円／株 

 総発行価額  8,000百万円 

 優先配当金 

 平成22年３月31日まで 

  年率 日本円TIBOR(1年物) 

    ＋1.5％ 

 平成22年４月１日以降 

   年率 日本円TIBOR(1年物) 

    ＋3.0％ 

 転換請求期間
 平成22年９月１日～ 

         平成29年８月31日 

 当初転換価額
 平成22年９月１日における 

 時価 

    
  当社は、上記により取得する予定の

自己株式（優先株式）の全部につい

て、その取得後、平成19年９月30日ま

でに消却する予定であります。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金 ※２ 2,141 2,120 1,308 

２ 受取手形 ※７ 251 341 185 

３ 売掛金   29,159 27,426 26,495 

４ たな卸資産   17,458 16,828 16,473 

５ 短期貸付金   11,268 3,218 7,747 

６ その他   2,715 2,907 3,755 

貸倒引当金   △416 △30 △134 

流動資産合計   62,579 52.4 52,813 47.7 55,831 49.9

Ⅱ 固定資産       

〔1〕 有形固定資産       

１ 土地 ※２ 1,184 1,055 1,008 

２ その他 
※１ 
※２ 
※３ 

6,629 9,624 8,726 

有形固定資産合計   7,814 10,680 9,735 

〔2〕 無形固定資産   267 213 189 

〔3〕 投資その他の資産       

１ 投資有価証券 ※２ 7,713 7,501 8,105 

２ 関係会社株式   33,642 33,427 33,427 

３ 長期貸付金   974 1,004 1,075 

４ その他 ※４ 6,658 5,245 3,671 

貸倒引当金   △149 △121 △118 

投資その他の資産 
合計 

  48,840 47,057 46,161 

固定資産合計   56,921 47.6 57,951 52.3 56,085 50.1

資産合計   119,500 100.0 110,765 100.0 111,917 100.0 

               
 



  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円）
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 買掛金   10,330 8,697 9,078 

２ 短期借入金 ※２ 55,896 48,435 41,774 

３ １年以内償還予定の 
社債 

  5,000 ― 5,000 

４ 未払費用   6,014 6,301 6,650 

５ 未払法人税等   83 149 128 

６ 役員賞与引当金   18 18 ― 

７ その他 ※６ 1,585 4,914 2,816 

流動負債合計   78,929 66.0 68,517 61.9 65,447 58.5

Ⅱ 固定負債       

１ 長期借入金 ※２ 10,328 14,736 14,922 

２ 退職給付引当金   7,971 8,613 8,115 

３ 役員退職慰労引当金   280 313 308 

４ 環境対策引当金   ― 16 16 

５ その他   ― 33 30 

固定負債合計   18,580 15.6 23,714 21.4 23,392 20.9

負債合計   97,509 81.6 92,231 83.3 88,840 79.4

（純資産の部）             

Ⅰ 株主資本             

［1］資本金   12,224 10.2 12,224 11.0 12,224 10.9 

［2］資本剰余金             

   １ 資本準備金   3,533   2,400   3,533   

  ２ その他資本剰余金   3,001   90   3,001   

   資本剰余金合計   6,534 5.5 2,490 2.2 6,534 5.8 

［3］利益剰余金             

    その他利益剰余金             

     (1) 圧縮積立金   12   8   8   

     (2) 特別償却準備金   29   19   19   

       (3) 繰越利益剰余金   1,184   2,285   2,484   

    利益剰余金合計   1,225 1.0 2,313 2.1 2,512 2.3 

［4］自己株式   △20 △0.0 △27 △0.0 △22 △0.0 

   株主資本合計   19,963 16.7 17,000 15.3 21,249 19.0 

Ⅱ 評価・換算差額等             

   その他有価証券評価 
差額金 

  2,027 1.7 1,533 1.4 1,828 1.6 

     評価・換算差額等合計   2,027 1.7 1,533 1.4 1,828 1.6 

  純資産合計   21,991 18.4 18,533 16.7 23,077 20.6 

  負債純資産合計   119,500 100.0 110,765 100.0 111,917 100.0 

               



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
百分比 
（％） 

金額（百万円）
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   82,301 100.0 77,049 100.0 162,731 100.0 

Ⅱ 売上原価   65,820 80.0 61,932 80.4 129,672 79.7

売上総利益   16,481 20.0 15,117 19.6 33,059 20.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   15,843 19.2 14,872 19.3 31,850 19.6

営業利益   637 0.8 244 0.3 1,209 0.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 696 0.8 856 1.1 1,013 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 504 0.6 575 0.7 1,109 0.6

経常利益   830 1.0 524 0.7 1,112 0.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 26 0.0 24 0.0 4,618 2.8

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※６ 

247 0.3 243 0.3 1,996 1.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  609 0.7 305 0.4 3,735 2.3

法人税、住民税 
及び事業税 

  26 △531 54 

法人税等調整額   106 402 1,917 

小計   132 0.1 △129 △0.2 1,972 1.2

中間(当期)純利益   476 0.6 434 0.6 1,762 1.1

      



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 圧縮

積立金 
特別償却
準備金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
12,224 3,533 3,000 6,533 15 38 1,317 1,371 △18 20,112 

中間会計期間中の変動額                    

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― ― △622 △622 ― △622 

圧縮積立金の取崩額（注） ― ― ― ― △2 ― 2 ― ― ― 

特別償却準備金の取崩額

（注） 
― ― ― ― ― △9 9 ― ― ― 

中間純利益 ― ― ― ― ― ― 476 476 ― 476 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △3 △3 

自己株式の処分 ― ― 0 0 ― ― ― ― 0 0 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
― ― 0 0 △2 △9 △133 △146 △2 △148 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
12,224 3,533 3,001 6,534 12 29 1,184 1,225 △20 19,963 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
2,437 2,437 22,549 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注） ― ― △622 

圧縮積立金の取崩額（注） ― ― ― 

特別償却準備金の取崩額

（注） 
― ― ― 

中間純利益 ― ― 476 

自己株式の取得 ― ― △3 

自己株式の処分 ― ― 0 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
△409 △409 △409 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△409 △409 △558 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
2,027 2,027 21,991 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（注）１ 平成19年６月28日開催の定時株主総会決議に基づき、効力発生日である平成19年７月30日に資本準備金を取崩

し、同額をその他資本剰余金に振り替えたことによるものであります。 

２ 平成19年８月31日に、平成19年６月28日開催の定時株主総会決議において設定した自己株式（優先株式）の取

得枠の範囲内で実施した自己株式（優先株式）の取得及び株主よりの買取請求による自己株式（普通株式）及び

単元未満株式の取得であります。 

３ 平成19年９月４日に、平成19年８月31日に取得した自己株式（優先株式）を消却したことによります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 圧縮

積立金 
特別償却
準備金 

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
12,224 3,533 3,001 6,534 8 19 2,484 2,512 △22 21,249 

中間会計期間中の変動額                    

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △634 △634 ― △634 

資本準備金の取崩額（注)１ ― △1,133 1,133 ― ― ― ― ― ― ― 

圧縮積立金の取崩額 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

特別償却準備金の取崩額 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

中間純利益 ― ― ― ― ― ― 434 434 ― 434 

自己株式の取得（注)２ ― ― ― ― ― ― ― ― △4,049 △4,049 

自己株式の処分 ― ― 0 0 ― ― ― ― 0 0 

自己株式の消却（注)３ ― ― △4,044 △4,044 ― ― ― ― 4,044 ― 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
― △1,133 △2,910 △4,043 ― ― △199 △199 △5 △4,248 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
12,224 2,400 90 2,490 8 19 2,285 2,313 △27 17,000 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券

評価差額金 
評価・換算差額

等合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
1,828 1,828 23,077 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △634 

資本準備金の取崩額（注)１ ― ― ― 

圧縮積立金の取崩額 ― ― ― 

特別償却準備金の取崩額 ― ― ― 

中間純利益 ― ― 434 

自己株式の取得（注)２ ― ― △4,049 

自己株式の処分 ― ― 0 

自己株式の消却（注)３ ― ― ― 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額(純額) 
△294 △294 △294 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△294 △294 △4,543 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
1,533 1,533 18,533 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注） 平成18年６月29日定時株主総会における利益処分は次のとおりであります。 

      剰余金の配当      622百万円 

       圧縮積立金の取崩     2 〃 

       特別償却準備金の取崩   9 〃 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 圧縮

積立金 
特別償却
準備金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
12,224 3,533 3,000 6,533 15 38 1,317 1,371 △18 20,112 

事業年度中の変動額                    

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― ― △622 △622 ― △622 

圧縮積立金の取崩額（注） ― ― ― ― △7 ― 7 ― ― ― 

特別償却準備金の取崩額

（注） 
― ― ― ― ― △19 19 ― ― ― 

当期純利益 ― ― ― ― ― ― 1,762 1,762 ― 1,762 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △4 △4 

自己株式の処分 ― ― 0 0 ― ― ― ― 0 1 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額) 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
― ― 0 0 △7 △19 1,167 1,140 △3 1,136 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
12,224 3,533 3,001 6,534 8 19 2,484 2,512 △22 21,249 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
2,437 2,437 22,549 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当（注） ― ― △622 

圧縮積立金の取崩額（注） ― ― ― 

特別償却準備金の取崩額

（注） 
― ― ― 

当期純利益 ― ― 1,762 

自己株式の取得 ― ― △4 

自己株式の処分 ― ― 1 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額) 
△609 △609 △609 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△609 △609 527 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
1,828 1,828 23,077 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 満期保有目的の債券 

償却原価法によっておりま

す。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 満期保有目的の債券 

左に同じ 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 満期保有目的の債券 

左に同じ 

② 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法に基づく原価法に

よっております。 

② 子会社株式及び関連会社株式 

左に同じ 

② 子会社株式及び関連会社株式 

左に同じ 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法によっておりま

す（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、純資産

の部に計上しております。ま

た、売却原価は移動平均法に

より算定しております）。 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

 左に同じ 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末決算日の市場価格等に

基づく時価法によっておりま

す（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、純資産の

部に計上しております。ま

た、売却原価は移動平均法に

より算定しております）。 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法

によっております。 

時価のないもの 

左に同じ 

時価のないもの 

左に同じ 

(2) デリバティブ 

時価法によっております。 

(2) デリバティブ 

左に同じ 

(2) デリバティブ 

左に同じ 

(3) たな卸資産 

① 製品 

 総平均法に基づく低価法によ

っております。 

(3) たな卸資産 

① 製品 

左に同じ 

(3) たな卸資産 

① 製品 

左に同じ 

② 商品 

 月別総平均法に基づく低価法

によっております。 

② 商品 

左に同じ 

② 商品 

左に同じ 

③ 原材料・貯蔵品 

 月別総平均法に基づく原価法

によっております。 

③ 原材料・貯蔵品 

左に同じ 

③ 原材料・貯蔵品 

左に同じ 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降取得し

た建物（附属設備は除く）につい

ては、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 左に同じ 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 左に同じ 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2) 無形固定資産 

 定額法によっております。な

お、償却年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準に

よっております。ただし、ソフト

ウエア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

おります。 

(2) 無形固定資産 

左に同じ 

(2) 無形固定資産 

左に同じ 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、回収不能見込額を計上し

ております。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

左に同じ 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

左に同じ 

① 一般債権 

貸倒実績率法によっておりま

す。 

① 一般債権 

左に同じ 

① 一般債権 

左に同じ 

② 貸倒懸念債権及び破産更生債

権等 

財務内容評価法によっており

ます。 

② 貸倒懸念債権及び破産更生債

権等 

左に同じ 

② 貸倒懸念債権及び破産更生債

権等 

左に同じ 

(2) 役員賞与引当金  

 役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額に

基づき当中間会計期間負担額を計

上しております。  

(2) 役員賞与引当金 

   左に同じ 

 ――――― 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると見込まれる額を計

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（6,460百万円）については、10

年による按分額を販売費及び一般

管理費にて処理しております。 

 過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法に基づき費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各期の発

生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

(3) 退職給付引当金 

左に同じ 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（6,460百万円）については、10

年による按分額を販売費及び一般

管理費にて処理しております。 

 過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法に基づき費用処理してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上しており

ます。 

(4) 役員退職慰労引当金 

 左に同じ 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく当事業年

度末要支給額を計上しておりま

す。 

――――― (5) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の

適正な処理の推進に関する特別措

置法」によるＰＣＢ廃棄物の処理

支出に備えるため、今後発生する

と見込まれる金額を計上しており

ます。 

(5) 環境対策引当金 

   左に同じ 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間会計

期間末の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

左に同じ 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、当事業年

度末の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

５ リース取引の処理方法 

左に同じ 

５ リース取引の処理方法 

左に同じ 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例処

理を採用しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

左に同じ 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

左に同じ 

ヘッジ対象 

借入金利息 

   

(3) ヘッジ方針 

 金利変動リスクをヘッジする目

的で、金利スワップを行っており

ます。同取引の実行及び管理は、

社内管理規程に従い、経理部の財

務担当部門が行っております。 

(3) ヘッジ方針 

左に同じ 

(3) ヘッジ方針 

左に同じ 

――――― 

  

(4) ヘッジ有効性評価の方法  

金利スワップについては、特例

処理の要件を充たしているため、

有効性の評価を省略しておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 左に同じ 

７ 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

７ 消費税等の会計処理 

左に同じ 

７ 消費税等の会計処理 

左に同じ 

――――― ８ 連結納税制度の採用 

当中間会計期間より連結納税制度

を採用しております。 

――――― 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。  

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は21,991百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用し

ております。 

 従来の基準に従った資本の部に相

当する金額は23,077百万円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。  

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は18百万円減少

しております。 

――――― ―――――  

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月17日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――――― （企業結合に係る会計基準等） 

  当事業年度より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成17年12月17日）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 終改正

平成18年12月22日）を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。  

 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

――――― （改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法） 

 当中間会計期間より、法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ23

百万円減少しております。 

――――― 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

――――― （改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法） 

 平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は、それぞれ16百万

円減少しております。 

――――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

      14,241百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

            11,118百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

      10,716百万円 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

流動資産 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

流動資産 

※２ 担保資産 

(1) 担保に供している資産 

流動資産 

預金  10百万円 預金    10百万円 預金 10百万円 

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

建物 1,261百万円 

(1,109百万円)

構築物   95百万円 

(95百万円)

機械装置 1,760百万円 

(1,760百万円)

土地 320百万円 

(254百万円)

建物  4,213百万円 

(432百万円)

構築物   33百万円 

(33百万円)

機械装置  652百万円 

(652百万円)

土地 607百万円 

(58百万円)

建物 597百万円 

(450百万円)

構築物 35百万円 

(35百万円)

機械装置  760百万円 

(760百万円)

土地 123百万円 

(58百万円)

投資その他の資産 投資その他の資産 投資その他の資産 

 投資有価証券 4,123百万円 

計 
7,571百万円 

(3,220百万円)

 投資有価証券 4,675百万円 

計 
10,192百万円 

(1,176百万円)

 投資有価証券  4,845百万円 

計 
  6,372百万円 

(1,303百万円)

（内書）は、工場財団を組成している金

額であります。 

（内書）は、工場財団を組成している金

額であります。 

（内書）は、工場財団を組成している金

額であります。 

(2) 担保設定の原因となる債務 (2) 担保設定の原因となる債務 (2) 担保設定の原因となる債務 

短期借入金 4,349百万円 

(2,240百万円)

長期借入金 

（１年以内返済分も含む） 

   15,400百万円 

(6,520百万円)

短期借入金 2,200百万円 

(2,200百万円)

長期借入金 

（１年以内返済分も含む） 

    13,786百万円 

(6,656百万円)

短期借入金   2,240百万円 

(2,240百万円)

長期借入金 

（１年以内返済分も含む） 

  13,305百万円 

(7,166百万円)

   （内書）は、工場財団抵当の対応債務

を示しております。 

   （内書）は、工場財団抵当の対応債務

を示しております。 

 （内書）は、工場財団抵当の対応債務

を示しております。 

――――― ※３ 固定資産の取得価額から直接減額して

いる補助金収入の圧縮記帳額は次のとお

りであります。 

機械装置 5百万円 

計 5百万円 

―――――  

※４ 更生債権等から直接控除した貸倒引当

金 

※４ 更生債権等から直接控除した貸倒引当

金 

※４ 更生債権等から直接控除した貸倒引当

金 

  103百万円   106百万円   133百万円 

 



前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

５ 偶発債務（保証債務） ５ 偶発債務（保証債務） ５ 偶発債務（保証債務） 

保証先 
保証債務金額 
（百万円） 

（関係会社）  

Peter Pan Seafoods, Inc.    6,997 

㈱ニチロ十勝食品 2,400 

㈱アクリフーズ  1,250 

ほくれい㈱ 685 

ニチロ畜産㈱ 93 

㈱ニチロ流通センター 19 

合計 ６社（注） 11,445 

保証先 
保証債務金額 
（百万円） 

（関係会社） 

Peter Pan Seafoods, Inc.  7,613

㈱ニチロ十勝食品    2,036

㈱アクリフーズ   1,338

ニチロ畜産㈱ 110

㈱ニチロ流通センター 10

合計 ５社（注） 11,107

保証先 
保証債務金額 
（百万円） 

（関係会社） 

Peter Pan Seafoods, Inc.        4,442

㈱ニチロ十勝食品   2,084

㈱アクリフーズ       1,637

ニチロ畜産㈱ 100

㈱ニチロ流通センター 14

合計 ５社（注）      8,279

（注） 金融機関からの設備資金及び運転資

金借入に対する保証（一部取引債務の

保証を含む）であります。 

うち、外貨建保証債務 

（注） 金融機関からの設備資金及び運転資

金借入に対する保証（一部取引債務の

保証を含む）であります。 

うち、外貨建保証債務 

（注） 金融機関からの設備資金及び運転資

金借入に対する保証（一部取引債務の

保証を含む）であります。 

うち、外貨建保証債務 

外貨額     59,300千USドル

円換算額      6,997百万円 

外貨額 66,200千USドル

円換算額 7,613百万円 

外貨額     37,650千USドル

円換算額 4,442百万円 

※６ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

※６ 消費税等の取扱い 

 左に同じ 

――――― 

※７ 中間会計期間末日満期手形 

  中間会計期間末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休業日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間会計期

間末残高に含まれております。 

受取手形 100百万円 

※７ 中間会計期間末日満期手形 

  中間会計期間末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休業日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が中間会計期

間末残高に含まれております。 

受取手形 147百万円 

※７ 事業年度末日満期手形 

  事業年度末日満期手形の会計処理は、

手形交換日をもって決済処理をしており

ます。なお、当事業年度の末日は金融機

関の休業日であったため、次の事業年度

末日満期手形が事業年度末残高に含まれ

ております。 

受取手形 75百万円 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

(1) 受取利息 

   75百万円

(2) 受取配当金 

   526百万円

(1) 受取利息 

     55百万円

(2) 受取配当金 

      635百万円

(1) 受取利息 

  163百万円

(2) 受取配当金 

   703百万円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

(1) 支払利息 

   375百万円

(2) 社債利息 

  44百万円

(3) 貸倒引当金繰入額 

 22百万円

(1) 支払利息 

      475百万円

(2) 社債利息 

    33百万円

(3) 製商品評価損 

   40百万円

(1) 支払利息 

824百万円

(2) 社債利息 

  89百万円

――――― ――――― ※３ 特別利益の主要項目 

    (1) 固定資産売却益 

4,407百万円

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

(1) 固定資産処分損 

     固定資産除却損 

137百万円

(1) 固定資産処分損 

     固定資産除却損 

   73百万円

(2) 投資有価証券評価損 

110百万円

(1) 固定資産処分損 

     固定資産除却損 

  773百万円

     固定資産売却損 

 2百万円

(2) 関係会社株式評価損 

      783百万円

(3) 関係会社整理損 

270百万円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 

   517百万円

無形固定資産 

  24百万円

有形固定資産 

 765百万円

無形固定資産 

  27百万円

有形固定資産 

   1,120百万円

無形固定資産 

 49百万円

 ※６ 減損損失 

  (1) 減損損失の概要 

  当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
金額 

 広島県 
 広島市他 

 遊休機械  機械装置  19百万円 

 ※６ 減損損失 

  (1) 減損損失の概要 

  当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
金額 

 北海道 
 茅部郡他 

 遊休機械  機械装置 15百万円 

 ※６ 減損損失 

  (1) 減損損失の概要 

  当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しま

した。 

場所 用途 種類 
減損損失 

金額 

広島県
 広島市他 

 遊休機械  機械装置  20百万円 

  (2) 減損損失を計上するに至った経緯等 

  上記機械は、製造工程の変更や消費者

ニーズの多様化による需要の落ち込み等

により現在は使用していない遊休資産で

あります。今後の利用計画も無いことか

ら帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上いたし

ました。回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、処分価額により評価

しております。 

  (2) 減損損失を計上するに至った経緯等 

  上記機械は、製造工程の変更や消費者

ニーズの多様化による需要の落ち込み等

により現在は使用していない遊休資産で

あります。今後の利用計画も無いことか

ら帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上いたし

ました。回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、処分価額により評価

しております。 

  (2) 減損損失を計上するに至った経緯等 

  上記機械は、製造工程の変更や消費者

ニーズの多様化による需要の落ち込み等

により現在は使用していない遊休資産で

あります。今後の利用計画も無いことか

ら帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として計上いたし

ました。回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、処分価額により評価

しております。 

  (3) 減損損失の内訳 

機械装置          19百万円 

  (3) 減損損失の内訳 

      機械装置         15百万円 

  (3) 減損損失の内訳 

 機械装置         20百万円 

  (4) 主な資産のグルーピング方法 

  内部管理上採用している事業区分を基

本とし、製造部門は工場を単位に、将来

の使用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位にグルーピングし

ております。 

  (4) 主な資産のグルーピング方法 

  左に同じ 

  (4) 主な資産のグルーピング方法 

  左に同じ 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

    前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

     自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 自己株式の増加株式数12千株は、株主よりの単元未満株式の買取請求による取得であります。 

    ２ 自己株式の減少株式数2千株は、株主よりの単元未満株式の買増請求による売却であります。 

    当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

     自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 自己株式（優先株式）の減少株式数4,000千株は、平成19年８月31日に取得した自己株式（優先株式）を平成

19年９月４日に消却したものであります。 

    ２ 自己株式（普通株式）の増加株式数32千株は、株主よりの単元未満株式の買取請求による取得であります。 

    ３ 自己株式（普通株式）の減少株式数2千株は、株主よりの単元未満株式の買増請求による売却であります。 

    ４ 自己株式（優先株式）の増加数4,000千株は、平成19年６月28日の定時株主総会において取得枠を決議した上

で平成19年８月31日に株主より取得したものであります。 

    前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

     自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 自己株式の増加株式数20千株は、株主よりの単元未満株式の買取請求による取得であります。 

    ２ 自己株式の減少株式数4千株は、株主よりの単元未満株式の買増請求による売却であります。 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間 

増加株式数（千株）
当中間会計期間 

減少株式数（千株） 
当中間会計期間末 
株式数（千株） 

普通株式 （注）１、２ 107 12 2 118 

合計 107 12 2 118 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間 

増加株式数（千株）
当中間会計期間 

減少株式数（千株） 
当中間会計期間末 
株式数（千株） 

普通株式 （注）２、３ 123 32 2 153 

優先株式 （注）１、４ ― 4,000 4,000 ― 

合計 123 4,032 4,002 153 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度 

増加株式数（千株）
当事業年度 

減少株式数（千株） 
当事業年度末株式数

（千株） 

普通株式 （注）１、２ 107 20 4 123 

合計 107 20 4 123 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

車両運搬具 22 7 14 

工具器具 
備品 

106 70 36 

ソフトウエ
ア 

6 2 4 

合計 135 80 55 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

車両運搬具 28 13 15

工具器具 
備品 

58 50 8

ソフトウエ
ア 

6 3 3

合計 94 67 26

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

車両運搬具 25 10 14

工具器具 
備品 

65 51 14

ソフトウエ
ア 

6 2 3

合計 97 65 32

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

 左に同じ  なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内     24百万円

１年超     30百万円

合計    55百万円

１年内       13百万円

１年超 13百万円

合計 26百万円

１年内 16百万円

１年超     15百万円

合計 32百万円

 なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 左に同じ  なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しており

ます。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料     13百万円

減価償却費相当額   13百万円

支払リース料  9百万円

減価償却費相当額 9百万円

支払リース料    21百万円

減価償却費相当額  21百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 左に同じ 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 左に同じ 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 3百万円

１年超  8百万円

合計   12百万円

１年内 2百万円

１年超 4百万円

合計 7百万円

１年内 3百万円

１年超   5百万円

合計   9百万円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度末（平成19年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

次へ 

種類 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 1,028 2,246 1,218 

種類 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 1,028 2,107 1,079 

種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 1,028 2,135 1,107 



   （企業結合等関係） 

（１株当たり情報） 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（当社宗谷工場の会社分割） ――――― ――――― 

 当社は平成18年４月１日付で当社宗

谷工場を会社分割（吸収分割）によ

り、子会社㈱オホーツクニチロに承継

させました。 

    

(1) 結合企業の名称及びその事業の内

容、企業結合の法的形式、並びに

取引の目的を含む取引の概要 

    

 イ．分割対象となった事業所の名称

及びその事業の内容、企業結合の

法的形式、結合後企業の名称 

    

  ①当社宗谷工場     

  ②かに缶詰の生産     

  ③当社を分割会社とし、子会社㈱オ

ホーツクニチロを承継会社とする吸

収分割（物的分割） 

    

  ④㈱オホーツクニチロ     

 ロ．会社分割の目的 
    

  将来のかに缶詰生産における経営効

率の更なる向上、競争力及び収益力の

強化を図るため、吸収分割（物的分

割）を実施いたしました。 

    

 ハ．会社分割取引の概要 
    

  ㈱オホーツクニチロは、分割期日に

おいて資産及び負債並びに契約上の地

位等の権利義務一切を当社から承継

し、普通株式138,000株を発行し、そ

の全てを当社に割当て交付いたしまし

た。分割交付金の支払はありませんで

した。 

    

(2) 実施した会計処理の概要 
    

  「企業結合に係る会計基準三 ４ 

共通支配下の取引等の会計処理  (1)

共通支配下の取引」に規定する個別財

務諸表上の会計処理を実施しておりま

す。 

    



   （重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

――――― （株式交換） （株式交換） 

    当社は平成19年10月１日に㈱マルハ

グループ本社（同日付で㈱マルハニチ

ロホールディングスに商号変更）を完

全親会社とし、当社を完全子会社とす

る株式交換による経営統合を行いまし

た。 

 なお、これに先立ち当社株式は、平

成19年９月25日に上場廃止となってお

ります。 

  当社及び㈱マルハグループ本社（以

下「マルハ本社」という）は、平成19

年４月12日に開催したそれぞれの取締

役会において、平成19年10月１日を期

して株式交換による経営統合を行うこ

とを決議し、株式交換契約を締結致し

ました。これにつきましてはマルハ本

社では平成19年６月27日開催の定時株

主総会で、当社では平成19年６月28日

開催の定時株主総会でそれぞれ承認さ

れました。同株式交換により、当社は

効力発生日である平成19年10月１日を

もって、㈱マルハニチロホールディン

グス（同日付でマルハ本社が商号変更

し、㈱マルハニチロホールディングス

となる予定）の完全子会社となり、こ

れに先立ち当社株式については、平成

19年９月25日に上場廃止となる予定で

す。 

   
(1) 株式交換の日程 

     平成19年６月27日 

     マルハ本社の定時株主総会で 

     株式交換契約承認    

 平成19年６月28日   

     当社の定時株主総会で 

   株式交換契約承認 

 平成19年９月25日（予定）  

     当社株式上場廃止日 

  平成19年10月１日（予定）  

     株式交換の予定日（効力発生日）
 （現マルハ本社を㈱マルハニチロホールディングスへ商

号変更） 

   
(2) 株式交換比率 

会社名 
マルハ本社 

(完全親会社) 

当社 

(完全子会社)

株式交換比率 1 0.905 

    （注） 

 １ 株式の割当比率 

① 当社の普通株式１株に対して、マルハ本

社の普通株式0.905株を割当交付します。 

② 当社の優先株式１株に対して、マルハ本

社が実質的に同内容の第二種優先株式1株

を割当交付します。 

 ２ 株式交換により発行する新株式数等 

 マルハ本社は、平成19年９月30日の最終

の当社の株主名簿（実質株主名簿を含みま

す。）に記載又は記録された当社普通株主

に対し、マルハ本社の普通株式148,865,679

株を交付します。また、平成19年９月30日

の最終の当社の優先株主名簿（実質株主名

簿を含みます。）に記載又は記録された当

社優先株主に対し、マルハ本社の第二種優

先株式4,000,000株を交付します。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

――――― ――――― （自己株式（優先株式）の取得枠の設

定、消却） 

    
  当社は、平成19年４月６日開催の取

締役会において、下記のとおり、自己

株式（優先株式）の取得枠の設定及び

消却について決議し、自己株式（優先

株式）の取得枠の設定につきましては

平成19年６月28日の定時株主総会で承

認されました。 

    
(1) 目的 

      当社の優先株式は普通株式への転換

価額が転換請求期間開始時に決定する

方式であるため、当該優先株式に係る

潜在株式数が確定しておらず、また、

優先配当金が金利連動型になっている

ため、将来の配当負担が金利変動に左

右されるといった特徴があります。今

回の優先株式の取得及び消却は、この

ような不確実性を排除することで、当

社資本政策の柔軟性を高める効果があ

るものと考えております。 

    
(2) 取得枠の内容 

     ① 取得する株式の数 

      優先株式   4,000,000株 

 ② 株式を取得するのと引換えに交付 

  する金銭等の内容及びその総額 

              4,044,000,000円 

 ③ 株式を取得することができる期間 

   平成19年６月29日から 

       平成19年９月30日まで 

    
 当社優先株式の概要 

    

（注） 優先株主並びに所有する株式数（括弧

内は発行済株式総数に対する所有株式数

の割合） 

   優先株式 農林中央金庫 8,000千株 

  （100.00％） 

 発行株式数  8,000千株  

 発行価額  1,000円／株 

 総発行価額  8,000百万円 

 優先配当金 

 平成22年３月31日まで 

  年率 日本円TIBOR(1年物) 

    ＋1.5％ 

 平成22年４月１日以降 

   年率 日本円TIBOR(1年物) 

    ＋3.0％ 

 転換請求期間
 平成22年９月１日～ 

         平成29年８月31日 

 当初転換価額
 平成22年９月１日における 

 時価 

    
  当社は、上記により取得する予定の

自己株式（優先株式）の全部につい

て、その取得後、平成19年９月30日ま

でに消却する予定であります。 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第117期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）   平成19年６月28日   

                                     関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第117期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）    平成19年７月27日 

                                     関東財務局長に提出 

(3) 臨時報告書 

                                     平成19年10月15日 

                                     関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号（親会社及び主要株主の異動）の規定に基づく臨

時報告書であります。 

(4) 臨時報告書の訂正報告書 

                                     平成19年４月13日 

                                     平成19年12月17日 

                                     関東財務局長に提出 

平成18年12月15日提出の臨時報告書（株式交換）に係る訂正報告書であります。 

(3) 訂正発行登録書 

                                       平成19年４月13日         

                                       平成19年６月28日 

                                       平成19年７月27日 

                                       平成19年10月15日 

                                     関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成18年11月27日

株 式 会 社 ニ チ ロ    

  取 締 役 会 御中    

  あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 長谷川 正 春  ㊞ 

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 飯 塚    昇   ㊞ 

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 﨑 康 行  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ニチロの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ニチロ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、連結子会社ニチロあけぼの商会株式会社は平成18年10月16日の取締役会に

おいて固定資産を譲渡することを決議した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成19年12月12日

株 式 会 社 ニ チ ロ    

  取 締 役 会 御中    

  あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 長谷川 正 春  ㊞ 

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 飯 塚    昇   ㊞ 

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 﨑 康 行  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ニチロの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ニチロ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年10月１日に株式会社マルハグループ本社（同日付で株式

会社マルハニチロホールディングスに商号変更）と株式交換による経営統合を行い、同社の完全子会社となった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成18年11月27日

株 式 会 社 ニ チ ロ    

  取 締 役 会 御中    

  あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 長谷川 正 春  ㊞ 

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 飯 塚    昇  ㊞ 

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 﨑 康 行  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ニチロの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第117期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成

18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ニチロの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成19年12月12日

株 式 会 社 ニ チ ロ    

  取 締 役 会 御中    

  あ ず さ 監 査 法 人  

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 長谷川 正 春  ㊞ 

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 飯 塚    昇  ㊞ 

 
指 定  社 員
業務執行社員 

公認会計士 長 﨑 康 行  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ニチロの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第118期事業年度の中間会計期間（平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ニチロの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日

から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年10月１日に株式会社マルハグループ本社（同日付で株式

会社マルハニチロホールディングスに商号変更）と株式交換による経営統合を行い、同社の完全子会社となった。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途

保管しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）ライツプランの内容
	(4）発行済株式総数、資本金等の状況
	(5）大株主の状況
	(6）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1）中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結株主資本等変動計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2）その他

	２中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書

	(2）その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/81
	pageform2: 2/81
	form1: EDINET提出書類  2007/12/17 提出
	form2: 株式会社ニチロ(081002)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/81
	pageform4: 4/81
	pageform5: 5/81
	pageform6: 6/81
	pageform7: 7/81
	pageform8: 8/81
	pageform9: 9/81
	pageform10: 10/81
	pageform11: 11/81
	pageform12: 12/81
	pageform13: 13/81
	pageform14: 14/81
	pageform15: 15/81
	pageform16: 16/81
	pageform17: 17/81
	pageform18: 18/81
	pageform19: 19/81
	pageform20: 20/81
	pageform21: 21/81
	pageform22: 22/81
	pageform23: 23/81
	pageform24: 24/81
	pageform25: 25/81
	pageform26: 26/81
	pageform27: 27/81
	pageform28: 28/81
	pageform29: 29/81
	pageform30: 30/81
	pageform31: 31/81
	pageform32: 32/81
	pageform33: 33/81
	pageform34: 34/81
	pageform35: 35/81
	pageform36: 36/81
	pageform37: 37/81
	pageform38: 38/81
	pageform39: 39/81
	pageform40: 40/81
	pageform41: 41/81
	pageform42: 42/81
	pageform43: 43/81
	pageform44: 44/81
	pageform45: 45/81
	pageform46: 46/81
	pageform47: 47/81
	pageform48: 48/81
	pageform49: 49/81
	pageform50: 50/81
	pageform51: 51/81
	pageform52: 52/81
	pageform53: 53/81
	pageform54: 54/81
	pageform55: 55/81
	pageform56: 56/81
	pageform57: 57/81
	pageform58: 58/81
	pageform59: 59/81
	pageform60: 60/81
	pageform61: 61/81
	pageform62: 62/81
	pageform63: 63/81
	pageform64: 64/81
	pageform65: 65/81
	pageform66: 66/81
	pageform67: 67/81
	pageform68: 68/81
	pageform69: 69/81
	pageform70: 70/81
	pageform71: 71/81
	pageform72: 72/81
	pageform73: 73/81
	pageform74: 74/81
	pageform75: 75/81
	pageform76: 76/81
	pageform77: 77/81
	pageform78: 78/81
	pageform79: 79/81
	pageform80: 80/81
	pageform81: 81/81


